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伝
統
的
国
際
法
に
お
け
る

敵
船
・
敵
貨
捕
獲
の
正
当
化
根
拠
（
一
）

和　

 

仁　

 

健　

太　

郎

は 

じ 

め 

に

一　

敵
船
・
敵
貨
捕
獲
の
対
象
と
な
る
「
敵
船
」
お
よ
び
「
敵
貨
」
の
範
囲

　

1　

敵
性

　

2　

敵
船
上
の
中
立
貨
お
よ
び
中
立
船
上
の
敵
貨
の
扱
い

二　

一
八
世
紀
以
前
の
学
説
・
国
家
実
行
に
お
け
る
敵
船
・
敵
貨
捕
獲
の
正
当
化
根
拠

　

1　

権
利
執
行
手
段
と
し
て
の
戦
争

　

2　

捕
獲
に
よ
る
権
利
の
実
現
：「
法
上
弁
済
」
の
法
理
（
以
上
、
本
号
）

　

3　

法
上
弁
済
以
外
の
原
理
に
基
づ
く
捕
獲

　

4　

自
然
法
上
の
原
理
の
修
正

三　

一
九
世
紀
〜
二
〇
世
紀
初
頭
の
学
説
・
国
家
実
行
に
お
け
る
敵
船
・
敵
貨
捕
獲
の
正
当
化
根
拠

　

1　

一
九
世
紀
に
生
じ
た
諸
変
化

　

2　

敵
船
・
敵
貨
捕
獲
制
度
廃
止
論
と
存
置
論
の
対
立

お 

わ 

り 

に
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は 

じ 

め 

に

　

戦
時
に
お
い
て
交
戦
国
が
海
上
の
私
有
財
産
（
船
舶
お
よ
び
そ
の
貨
物
）
の
う
ち
一
定
の
も
の
を
拿
捕
・
没
収
す
る
行
為
の
こ
と
を
、

海
上
捕
獲
と
い
う
。
海
上
捕
獲
は
、
①
臨
検
・
捜
索
（visit and search

）
→
②
拿
捕
（seizure; capture

）
→
③
捕
獲
審
検
所

（prize court
）
所
在
地
へ
の
引
致
→
④
捕
獲
審
検
所
に
よ
る
審
検
と
検
定
（
没
収
ま
た
は
解
放
）、
と
い
う
手
続
で
行
わ
れ
る
。
①

〜
③
を
行
う
の
は
交
戦
国
の
軍
艦
で
あ
り
、
④
を
行
う
の
は
交
戦
国
の
捕
獲
審
検
所
で
あ
る
。
捕
獲
審
検
所
が
没
収
を
検
定
（
④
）
で

き
る
の
は
、
⒜
敵
船
お
よ
び
敵
船
上
の
敵
貨
、
⒝
戦
時
禁
制
品
（contraband of w

ar

）［
な
ら
び
に
戦
時
禁
制
品
を
輸
送
す
る
船
舶

と
同
船
上
の
戦
時
禁
制
品
以
外
の
貨
物
］、
⒞
封
鎖
（blockade

）
を
侵
破
す
る
船
舶
［
お
よ
び
そ
の
貨
物
］、
⒟
非
中
立
的
役
務
（un-

neutral service

）
に
従
事
す
る
船
舶
［
お
よ
び
そ
の
貨
物
］、
⒠
臨
検
・
捜
索
に
抵
抗
し
た
船
舶
［
お
よ
び
そ
の
貨
物
］
な
ど
で
あ

る
（
角
括
弧
［　

］
内
の
も
の
を
ど
の
よ
う
な
場
合
に
没
収
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
国
家
実
行
が
分
か
れ
て
い
た
）。
拿
捕
（
②
）

で
き
る
も
の
の
範
囲
は
没
収
（
④
）
で
き
る
も
の
の
範
囲
よ
り
も
広
く
、
例
え
ば
、
戦
時
禁
制
品
輸
送
船
を
没
収
で
き
な
い
場
合
で
あ

っ
て
も
、
貨
物
の
中
に
戦
時
禁
制
品
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
当
該
貨
物
だ
け
で
な
く
、
船
舶
ご
と
拿
捕
で
き
る
。
①
の
対
象
と
な
る
も

の
の
範
囲
は
さ
ら
に
広
く
、
交
戦
国
の
軍
艦
は
、
拿
捕
事
由
（
②
）
が
存
在
し
な
い
か
否
か
を
確
認
す
る
た
め
、
海
上
（
中
立
国
領

水
を
除
く
）
で
発
見
す
る
す
べ
て
の
船
舶
（
中
立
国
軍
艦
を
除
く
）
を
停
船
さ
せ
て
船
舶
書
類
を
査
閲
し
（
臨
検
）、
必
要
の
あ
る
と
き

は
さ
ら
に
船
内
の
捜
索
を
行
う
権
利
を
有
す
る
（
臨
検
・
捜
索
の
権
利
）。
交
戦
国
が
行
う
以
上
の
諸
行
為
を
規
律
す
る
国
際
法
の
こ

と
を
、
海
上
捕
獲
法
（prize law

; droit de prise; Prisenrecht

）
と
い
う
。

　

海
上
捕
獲
法
に
関
す
る
一
般
条
約
と
し
て
は
、
一
八
五
六
年
パ
リ
宣
言
、
一
九
〇
七
年
第
二
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
採
択
さ
れ
た
若
干

の
条
約
、
一
九
〇
九
年
ロ
ン
ド
ン
宣
言
な
ど
が
あ
る
（
た
だ
し
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
未
発
効
）
が
、
第
二
次
大
戦
後
に
お
い
て
、
海
上
捕
獲

（
1
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に
関
す
る
条
約
は
一
本
も
作
成
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
つ
て
存
在
し
た
海
上
捕
獲
法
が
現
在
の
国
際
法
に
お
い
て
妥
当
し
得

る
か
、
妥
当
し
得
る
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
の
か
は
、
戦
争
・
武
力
行
使
違
法
化
が
海
上
捕
獲
法
に

い
か
な
る
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
理
論
的
側
面
か
ら
の
検
討
、
お
よ
び
国
家
実
行
の
実
証
的
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
し
か
な
い
。

　

海
上
捕
獲
法
は
、
第
二
次
大
戦
以
前
の
戦
争
法
研
究
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
国
際
法
研
究
全
体
に
お
い
て
も
、
も
っ
と
も
重
要
な
研

究
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
、
膨
大
な
量
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
分
野
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
、
第
二
次
大
戦
後
に

お
け
る
海
上
捕
獲
法
研
究
の
蓄
積
は
決
し
て
十
分
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
一
定
の
数
の
業
績
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
業

績
の
関
心
は
、
海
上
捕
獲
法
の
う
ち
戦
争
・
武
力
紛
争
の
第
三
国
（
中
立
国
）
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
（
前
記
⒝
〜
⒠
の
部
分
）

に
集
中
し
、
敵
船
お
よ
び
敵
貨
の
捕
獲
（
前
記
⒜
）
は
、
十
分
に
検
討
さ
れ
な
い
か
、
ま
た
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
さ
え
少
な
く
な
い
。

例
え
ば
、
ネ
フ
（Stephen C. N

eff
）
は
、「
交
戦
権
の
理
論
的
根
拠
（the conceptual foundations of belligerentsʼ rights

）」

に
つ
い
て
検
討
し
た
論
文
の
中
で
、
交
戦
権
を
、
①
交
戦
国
相
互
間
で
行
使
さ
れ
る
も
の
（
敵
国
兵
士
の
殺
傷
、
敵
国
領
土
の
占
領
、

敵
国
兵
士
の
捕
虜
と
し
て
の
捕
捉
・
抑
留
な
ど
の
ほ
か
、
海
上
に
お
け
る
敵
船
・
敵
貨
の
捕
獲
を
含
む
）
と
、
②
第
三
国
（
中
立
国
）

に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
も
の
（
戦
時
禁
制
品
の
没
収
、
封
鎖
侵
破
船
の
没
収
、
中
立
船
の
臨
検
・
捜
索
な
ど
）
と
に
分
け
た
上
で
、
①

に
つ
い
て
は
、
交
戦
国
が
互
い
に
そ
れ
ら
の
手
段
に
訴
え
合
う
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
（voluntary assum

ption

）
と
考
え
る
こ
と

が
可
能
だ
か
ら
説
明
は
容
易
で
あ
る
と
し
て
、
検
討
の
対
象
を
も
っ
ぱ
ら
②
に
限
定
し
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、
中
立
船
お
よ
び
中
立
貨
の
捕
獲
は
、
戦
争
と
無
関
係
の
国
の
船
舶
や
貨
物
を
対
象
と
す
る
点
で
、
敵
船
・
敵
貨
の
捕
獲

よ
り
も
正
当
化
の
難
し
い
側
面
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
中
立
船
お
よ
び
中
立
貨
は
、
一
定
の
理
由
が
あ
る
場
合

─
─
例
え
ば
、
交
戦
国
に
と
っ
て
危
険
な
物
品
で
あ
る
場
合
（
戦
時
禁
制
品
）
や
、
交
戦
国
の
作
戦
行
動
を
妨
害
す
る
場
合
（
封
鎖
侵

破
の
場
合
）
な
ど
─
─
に
限
っ
て
拿
捕
・
没
収
さ
れ
た
の
に
対
し
、
敵
船
お
よ
び
敵
船
上
の
敵
貨
は
、
敵
船
ま
た
は
敵
貨
で
あ
る
と
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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う
だ
け
の
理
由
で

0

0

0

0

0

0

0

、
無
条
件
で
す
べ
て

0

0

0

0

0

0

0

拿
捕
・
没
収
の
対
象
と
な
っ
た
（
ま
っ
た
く
戦
争
遂
行
の
役
に
立
た
な
い
物
品
で
あ
っ
て
も
、

ま
た
、
船
舶
・
貨
物
が
敵
国
以
外
の
場
所
に
向
か
っ
て
い
て
も
、
す
べ
て
拿
捕
・
没
収
さ
れ
た
）。
こ
の
点
、
陸
上
の
私
有
財
産
の
場

合
、
交
戦
国
は
、
敵
人
が
所
有
す
る
財
産
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
そ
れ
を
没
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
陸
上
私
有
財
産
非
没

収
の
原
則
）
─
─
占
領
軍
の
需
要
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
（
現
品
徴
発
（réquisition en nature

）
お
よ
び
取
立
金
（contribu-

tion

））
と
か
、
敵
軍
の
戦
争
遂
行
に
使
用
し
得
る
危
険
な
物
品
で
あ
る
（
軍
需
品
（m

unitions de guerre

）
の
押
収
（saisir

））

な
ど
、
一
定
の
理
由
が
な
け
れ
ば
没
収
・
押
収
で
き
な
い
─
─
の
で
あ
っ
て
、
海
上
の
敵
私
有
財
産
（
敵
船
お
よ
び
敵
船
上
の
敵
貨
）

が
な
ぜ
前
述
の
よ
う
な
厳
し
い
扱
い
を
受
け
た
の
か
の
根
拠
は
、
決
し
て
自
明
で
は
な
い
。
実
際
、
三
で
述
べ
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀

に
は
、
敵
船
・
敵
貨
捕
獲
制
度
に
つ
い
て
廃
止
論
と
存
置
論
と
の
対
立
が
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
廃
止
論
の
方
が
優
勢
だ
っ
た
ほ

ど
で
あ
る
。
国
際
法
上
戦
争
が
自
由
で
あ
っ
た
一
九
世
紀
に
す
ら
廃
止
論
が
優
勢
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
戦
争
が
違
法
化
さ
れ
た
現
在
に

お
い
て
敵
船
・
敵
貨
捕
獲
制
度
が
妥
当
す
る
か
否
か
は
、
戦
時
禁
制
品
制
度
や
封
鎖
制
度
よ
り
も
、
一
層
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ

う
。

　

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
伝
統
的
国
際
法
に
お
け
る
敵
船
・
敵
貨
捕
獲
の
正
当
化
根
拠
─
─
交
戦
国
が
敵
船
お
よ

び
敵
船
上
の
敵
貨
を
敵
船
ま
た
は
敵
貨
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
拿
捕
・
没
収
で
き
た
の
は
な
ぜ
か
─
─
を
、（
正
当
化
根
拠
が

存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
可
能
性
も
含
め
て
）
明
ら
か
に
す
る
。
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
「
敵
船
・
敵
貨
捕
獲
（
制
度
）」
と
は
、

ド
イ
ツ
語
でSeebeuterecht

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
相
当
し
、
交
戦
国
が
敵
船
お
よ
び
敵
貨
を
、
そ
れ
が
敵
船
・
敵
貨
で
あ
る
と
い
う

だ
け
の
理
由
に
よ
っ
て
拿
捕
・
没
収
す
る
慣
行
、
な
ら
び
に
そ
の
慣
行
を
規
律
す
る
国
際
法
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
、

「
伝
統
的
国
際
法
」
と
い
う
言
葉
は
、
戦
争
が
違
法
化
さ
れ
る
前
の
国
際
法
と
い
う
意
味
で
用
い
て
お
り
、
第
一
次
大
戦
の
時
期
も
含

む
が
、
総
力
戦
で
あ
っ
た
第
一
次
大
戦
に
お
け
る
海
上
捕
獲
の
実
行
は
、
従
前
の
実
行
と
か
な
り
性
質
が
異
な
る
た
め
、
本
稿
で
は
、

（
20
）

（
21
）（

22
）
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第
一
次
大
戦
よ
り
前
の
時
期
に
限
定
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
敵
船
・
敵
貨
捕
獲
の
対
象
と
な
る
「
敵
船
」
お
よ
び
「
敵
貨
」
の
範
囲
の
決
定
基
準
に
つ
い
て
確
認
し
た

（
一
）
後
、
一
八
世
紀
以
前
（
二
）
と
一
九
世
紀
以
降
（
三
）
と
に
分
け
て
、
敵
船
・
敵
貨
捕
獲
が
い
か
な
る
根
拠
・
原
理
に
よ
っ
て

正
当
化
さ
れ
て
い
た
の
か
（
あ
る
い
は
正
当
化
し
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
）
を
検
討
す
る
。

一　

敵
船
・
敵
貨
捕
獲
の
対
象
と
な
る
「
敵
船
」
お
よ
び
「
敵
貨
」
の
範
囲

　

1　

敵　
　

性

　

海
上
捕
獲
法
の
適
用
上
、
船
舶
を
敵
船
と
中
立
船
と
に
、
貨
物
を
敵
貨
と
中
立
貨
と
に
分
け
る
こ
と
（
敵
性
の
決
定
）
が
出
発
点
と

な
る
。
中
立
船
お
よ
び
中
立
貨
は
、
一
定
の
場
合
に
（
戦
時
禁
制
品
輸
送
や
封
鎖
侵
破
の
場
合
な
ど
）、
一
定
の
範
囲
に
お
い
て
の
み
没

収
で
き
る
の
に
対
し
、
敵
船
お
よ
び
敵
船
上
の
敵
貨
は
、
無
条
件
で

0

0

0

0

、
す
べ
て

0

0

0

没
収
の
対
象
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。（
な
お
、
注

（
1
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
海
上
捕
獲
法
に
お
い
て
敵
船
と
か
中
立
船
と
い
う
場
合
の
船
舶
は
、
主
と
し
て
私
船
で
あ
る
。
敵
軍
艦

は
、
攻
撃
の
対
象
と
な
る
ほ
か
、
戦
利
品
（booty of w

ar

）
と
し
て
拿
捕
・
没
収
の
対
象
に
も
な
る
。
敵
軍
艦
の
戦
利
品
と
し
て
の

没
収
の
効
果
は
、
拿
捕
に
よ
っ
て
直
ち
に
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
捕
獲
審
検
所
の
審
検
・
検
定
を
経
て
は
じ
め
て
没
収
で
き
る
敵
船
・

敵
貨
の
捕
獲
と
は
区
別
さ
れ
る
。）

　

と
こ
ろ
が
、
海
上
捕
獲
に
関
す
る
国
家
実
行
は
、
こ
の
出
発
点
の
段
階
で
既
に
分
裂
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
船
舶
に
よ
り

海
上
輸
送
さ
れ
る
貨
物
の
敵
性
・
中
立
性
は
、
当
該
貨
物
の
所
有
者
が
敵
人
で
あ
る
か
中
立
人
で
あ
る
か
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
（
こ
の

点
に
つ
い
て
国
家
実
行
は
一
致
し
て
い
た
）。
し
か
し
、
所
有
者
（
つ
ま
り
人
）
の
敵
性
が
何
に
よ
っ
て
決
ま
る
か
に
つ
い
て
は
、
国

籍
を
基
準
と
す
る
主
義
（
フ
ラ
ン
ス
主
義
：das N

ationalitätsprinzip

）
と
住
所
地
を
基
準
と
す
る
主
義
（
英
国
主
義
：das D

o

（
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m
izilprinzip

）
と
が
対
立
し
て
い
た
た
め
に
、
貨
物
の
敵
性
決
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
結
果
と
し
て
統
一
的
な
国
家
実
行
が
存
在
し

な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
船
舶
の
敵
性
・
中
立
性
に
つ
い
て
も
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
船
舶
が
掲
揚
す
る
権
利
を
有
す
る
国
旗
、
つ
ま

り
船
舶
の
国
籍
に
よ
り
決
定
す
る
主
義
（
フ
ラ
ン
ス
主
義
：das Flaggenprinzip

）
と
、
敵
国
の
国
旗
を
掲
げ
て
い
れ
ば
所
有
者
の

い
か
ん
を
問
わ
ず
船
舶
の
敵
性
を
肯
定
す
る
が
、
中
立
国
の
国
旗
を
掲
げ
て
い
る
船
舶
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
所
有
者
が
敵
人
で
あ
れ
ば

船
舶
の
敵
性
を
肯
定
す
る
主
義
（
英
国
主
義
：das Flaggenprinzip

とdas Eigentum
sprinzip

の
併
用
）
と
が
対
立
し
て
い
た
。

（
な
お
、
海
上
捕
獲
の
分
野
で
は
、「
敵
国
船

0

0

」、「
敵
国0

民
」、「
中
立
国0

船
」、「
中
立
国0

民
」
と
い
っ
た
言
葉
で
は
な
く
、「
敵
船
（en-

em
y ships

）」、「
敵
人
（enem

ies; enem
y persons

）」、「
中
立
船
（neutral ships

）」、「
中
立
人
（neutrals; neutral per-

sons

）」
と
い
っ
た
言
葉
を
用
い
る
が
、
そ
れ
は
、
船
舶
や
人
の
敵
性
・
中
立
性
に
つ
い
て
、
国
籍
以
外
の
基
準
が
用
い
ら
れ
る
場
合

が
あ
る
た
め
で
あ
る
。）

　

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
一
九
〇
九
年
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
貨
物
の
敵
性
に
つ
い
て
、「
敵
船
内
の
貨
物
の
中
立
性
ま
た
は
敵
性

は
、
そ
の
貨
物
の
所
有
者
の
中
立
性
ま
た
は
敵
性
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
」（
第
五
八
条
）
と
規
定
し
た
が
、
肝
心
の
所
有
者
（
つ
ま
り

人
）
の
敵
性
に
つ
い
て
は
、
諸
国
の
立
場
の
相
違
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
何
の
規
定
も
置
か
な
か
っ
た
。
他
方
、
船
舶
の

敵
性
に
つ
い
て
は
、「
国
旗
の
移
転
に
関
す
る
規
定
を
除
き
、
船
舶
の
中
立
性
ま
た
は
敵
性
は
、
そ
の
船
舶
が
掲
揚
す
る
権
利
を
有
す

る
国
旗
に
よ
り
決
定
す
る
」（
第
五
七
条
一
項
）
と
定
め
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
を
採
用
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
船
舶
お
よ
び
貨
物
の
敵
性
決
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
国
家
実
行
が
分
裂
し
て
お
り
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
も
人
の
敵
性

決
定
基
準
に
つ
い
て
は
何
も
規
定
し
な
か
っ
た
の
で
、
貨
物
の
敵
性
も
結
局
は
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
規
定
に
よ
っ
て
は
確
定
で
き
な
い
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
船
舶
の
敵
性
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
主
義
を
採
用
し
た
が
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
未
発
効
条
約

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
実
定
国
際
法
の
規
則
は
、
慣
習
国
際
法
の
中
に
見
い
だ
す
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
通
り

（
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ロ
ン
ド
ン
宣
言
前
の
国
家
実
行
は
分
裂
し
て
お
り
、
ま
た
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
後
の
国
家
実
行
が
一
つ
の
方
向
に
収
斂
し
て
い
っ
た
か
ど

う
か
も
定
か
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
船
舶
や
貨
物
の
敵
性
に
関
す
る
英
国
主
義
と
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
の
対
立
の
構

図
は
、
一
九
世
紀
の
間
に
固
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
一
八
世
紀
以
前
の
国
家
実
行
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の

か
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
敵
船
」
お
よ
び
「
敵
貨
」
の
範
囲
は
、
歴
史
的
に
見
て
も
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
時
点
だ
け
を
取
り
出
し
て
見
て
も
、

不
確
定
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
諸
国
が
何
ら
か
の
基
準
に
よ
っ
て
「
敵
船
」
と
「
敵
貨
」
の
範
囲
を
決
定
し
、

そ
の
「
敵
船
」
や
「
敵
貨
」
を
捕
獲
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
本
稿
は
、
敵
性
決
定
基
準
そ
れ
自
体
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
、「
敵
船
」
お
よ
び
「
敵
貨
」
の
範
囲
の
決
定
基
準
の
問
題
は
括
弧
に
入
れ
、「
敵
船
」
お

よ
び
「
敵
貨
」
の
範
囲
が
何
ら
か
の
基
準
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

　

2　

敵
船
上
の
中
立
貨
お
よ
び
中
立
船
上
の
敵
貨
の
扱
い

　

1
で
述
べ
た
「
敵
船
」
お
よ
び
「
敵
貨
」
の
範
囲
の
問
題
の
ほ
か
に
、
敵
船
上
の
中
立
貨
お
よ
び
中
立
船
上
の
敵
貨
が
捕
獲
の
対
象

と
な
る
か
（
没
収
で
き
る
か
）
に
つ
い
て
も
、
長
年
に
わ
た
り
国
家
実
行
の
対
立
が
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
①
貨
物
の
敵

性
・
中
立
性
を
基
準
と
す
る
主
義
（
敵
船
上
の
中
立
貨
は
没
収
せ
ず
、
中
立
船
上
の
敵
貨
は
没
収
す
る
主
義
）、
②
船
舶
の
敵
性
・
中

立
性
を
基
準
と
す
る
主
義
（
敵
船
上
の
中
立
貨
は
没
収
し
、
中
立
船
上
の
敵
貨
は
没
収
し
な
い
主
義
）、
③
貨
物
の
敵
性
・
中
立
性
を

基
準
と
す
る
主
義
と
船
舶
の
敵
性
・
中
立
性
を
基
準
と
す
る
主
義
を
、
中
立
国
に
と
っ
て
不
利
な
形
で
組
み
合
わ
せ
る
主
義
（
敵
船
上

の
中
立
貨
は
船
舶
の
敵
性
を
根
拠
に
没
収
し
、
中
立
船
上
の
敵
貨
は
貨
物
の
敵
性
を
根
拠
に
没
収
す
る
主
義
）、
④
貨
物
の
敵
性
・
中

立
性
を
基
準
と
す
る
主
義
と
船
舶
の
敵
性
・
中
立
性
を
基
準
と
す
る
主
義
を
、
中
立
国
に
と
っ
て
有
利
な
形
で
組
み
合
わ
せ
る
主
義

（
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（
敵
船
上
の
中
立
貨
は
貨
物
の
中
立
性
を
根
拠
に
没
収
せ
ず
、
中
立
船
上
の
敵
貨
は
船
舶
の
中
立
性
を
根
拠
に
没
収
し
な
い
主
義
）
の

四
つ
の
立
場
が
あ
り
得
る
。
①
は
、
一
三
世
紀
末
か
ら
一
四
世
紀
半
ば
頃
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
る
コ
ン
ソ
ラ
ー
ト
・

デ
ル
・
マ
ー
レ
（Consolat der m

are

）
第
二
七
六
章
が
採
用
し
て
い
た
主
義
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
コ
ン
ソ
ラ
ー
ト
・
デ
ル
・
マ
ー

レ
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
。
②
は
、
敵
貨
で
あ
っ
て
も
中
立
船
内
に
あ
れ
ば
没
収
を
免
れ
（「
自
由
船
は
自
由
貨
を
作
る
（Free ships 

m
ake free goods

）」）、
逆
に
中
立
貨
で
あ
っ
て
も
敵
船
内
に
あ
れ
ば
没
収
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
自
由
船
・
自
由
貨
（free ships, 

free goods

）」「
敵
船
・
敵
貨
（enem

y ships, enem
y goods

）」
主
義
と
呼
ば
れ
る
。
③
の
主
義
は
、
敵
船
上
の
中
立
貨
に
つ
い

て
は
敵
船
・
敵
貨
主
義
を
、
中
立
船
上
の
敵
貨
に
つ
い
て
は
コ
ン
ソ
ラ
ー
ト
・
デ
ル
・
マ
ー
レ
主
義
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
（
敵
貨

を
輸
送
す
る
中
立
船
は
没
収
し
な
い
）
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
進
め
て
、
敵
貨
を
輸
送
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
中
立
船
ま
で
没
収
す
る

と
い
う
形
で
運
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
敵
貨
を
輸
送
す
る
こ
と
に
よ
り
中
立
船
が
敵
性
に
「
感
染
す
る
」
と
説
明
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
立
場
は
「
敵
性
感
染
主
義
（infection hostile

）」
と
呼
ば
れ
る
。

　

一
六
世
紀
ま
で
の
時
期
に
諸
国
が
一
般
に
採
用
し
て
い
た
の
は
①
の
主
義
で
あ
っ
た
が
、
一
七
世
紀
に
な
る
と
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
い
て
海
運
業
の
大
部
分
を
独
占
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
の
主
導
に
よ
り
、
②
の
主
義
を
規
定
す
る
二
国
間
条
約
が
多
数
締
結
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
英
国
や
米
国
な
ど
は
、
②
の
主
義
は
あ
く
ま
で
も
条
約
上
の
規
則
で
あ
り
、
一
般
法
と
し
て
は
①
の
主

義
が
妥
当
し
て
い
る
と
の
立
場
を
一
九
世
紀
前
半
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
維
持
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
一
八
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
、

個
別
条
約
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
③
の
主
義
を
採
用
し
て
い
た
が
、
一
七
七
八
年
捕
獲
規
則
に
お
い
て
②
の
主
義
を
採
用
す
る
に
至
っ

た
。
中
立
国
に
と
っ
て
も
っ
と
も
有
利
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
④
の
主
義
は
、
一
七
八
〇
年
の
第
一
次
武
装
中
立
同
盟
お
よ
び
一
八
〇

〇
年
の
第
二
次
武
装
中
立
同
盟
に
お
い
て
主
張
さ
れ
、
一
八
五
六
年
の
パ
リ
宣
言
で
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
パ
リ
宣
言
の
当
事
国
数

は
五
一
（
一
九
世
紀
中
に
加
入
し
た
の
が
四
九
カ
国
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
加
入
し
た
の
が
メ
キ
シ
コ
お
よ
び
ス
ペ
イ
ン
の
二
カ

（
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国
）
で
あ
り
、
パ
リ
宣
言
に
加
入
し
な
か
っ
た
主
要
国
の
一
つ
で
あ
る
米
国
も
、
一
八
九
八
年
の
米
西
戦
争
に
お
い
て
、「
国
際
法
の
確

立
し
た
規
則
」
と
し
て
の
パ
リ
宣
言
第
二
、
第
三
お
よ
び
第
四
規
則
に
従
う
旨
を
表
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
中
立
船
上
の
敵
貨
お
よ

び
敵
船
上
の
中
立
貨
の
扱
い
に
つ
い
て
パ
リ
宣
言
が
規
定
し
た
原
則
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
諸
国
に
よ
っ
て
一
般
国
際
法
と

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
敵
船
・
敵
貨
捕
獲
の
対
象
と
な
る
も
の
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
主
義
の
変
遷
が
あ
り
、
ま

た
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
至
っ
て
も
国
家
実
行
が
な
お
分
裂
し
て
い
た
部
分
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
定
の
範
囲
の
船
舶
お
よ
び
貨
物
が
、

敵
船
ま
た
は
敵
貨
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
に
よ
り
す
べ
て
拿
捕
・
没
収
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
─
─
つ
ま
り
敵
船
・
敵
貨
の

捕
獲
と
い
う
制
度
が
存
在
し
た
こ
と
─
─
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
交
戦
国
が
そ
れ
ら
一
定
の
範
囲
の
船
舶
お
よ
び
貨
物
を
す

べ
て
拿
捕
・
没
収
で
き
た
の
は
な
ぜ
か
（
敵
船
・
敵
貨
捕
獲
の
正
当
化
根
拠
）
に
つ
い
て
、
一
八
世
紀
以
前
の
時
期
（
二
）
と
一
九
世

紀
以
降
の
時
期
（
三
）
と
に
分
け
て
検
討
す
る
。
二
つ
の
時
期
に
分
け
て
検
討
す
る
の
は
、
戦
争
の
法
的
性
質
や
機
能
の
捉
え
方
に
つ

い
て
、
一
九
世
紀
以
降
と
そ
れ
以
前
と
の
間
に
か
な
り
根
本
的
な
変
化
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

二　

一
八
世
紀
以
前
の
学
説
・
国
家
実
行
に
お
け
る
敵
船
・
敵
貨
捕
獲
の
正
当
化
根
拠

　

1　

権
利
執
行
手
段
と
し
て
の
戦
争

　

概
ね
中
世
か
ら
一
八
世
紀
頃
ま
で
の
学
説
・
国
家
実
行
に
お
い
て
、
戦
争
は
、
権
利
の
執
行
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と

は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
ネ
フ
は
、「
…
…
法
の
執
行
活
動
（a law

-enforcem
ent 

operation

）
と
し
て
の
戦
争
と
い
う
観
念
は
、
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
の
正
戦
論
の
考
え
方
の
本
質
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
念
は
、
中

（
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世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
非
常
に
強
固
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
観
念
か
ら
生
ず
る
帰
結
は
様
々
で
あ
り
、
か
つ
、
重
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
一
つ
は
、
正
当
戦
争
は
決
闘
や
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
よ
う
な
法
的
ま
た
は
道
徳
的
な
同
等
者
（legal or m

oral equals

）
間
の
闘

争
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
武
力
紛
争
は
、
正
し
い
側
と
悪
い
側
、
犯
罪
と

刑
罰
、
ま
た
は
（
法
律
家
に
言
わ
せ
れ
ば
）
違
法
行
為
と
制
裁
の
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
様
に
、
レ
サ
フ
ァ
ー

（Randall Lesaffer

）
も
、「
中
世
後
期
の
観
念
に
お
い
て
、
戦
争
は
、
法
の
執
行
手
段
（an instrum

ent of law
 enforcm

ent

）、

す
な
わ
ち
主
権
者
が
、
そ
の
権
利
を
侵
害
し
た
と
考
え
る
敵
に
対
し
て
正
当
か
つ
合
法
な
請
求
を
執
行
す
る
た
め
の
、
法
的
訴
訟
の
代

替
物
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

戦
争
が
権
利
の
執
行
手
段
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
も
う
少
し
敷
衍
し
て
説
明
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

一
八
世
紀
以
前
の
国
際
法
学
説
に
お
け
る
戦
争
論
は
、
正
戦
論
（the doctrine of just w

ar; bellum
 justum

）
で
あ
っ
た
。
正
戦

論
と
は
、
戦
争
を
正
当
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分
け
る
考
え
方
で
あ
り
、
正
戦
論
に
よ
れ
ば
、
戦
争
が
正
当
で
あ
る
た
め
の

要
件
の
一
つ
と
し
て
、
戦
争
の
正
当
原
因
（causa justa belli; justes causes de la guerre

）
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
る
。
戦
争

の
正
当
原
因
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
に
対
し
て
「
不
正
（injuria; injure

）」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
例

え
ば
ス
ア
レ
ス
（Francisco Suárez

）
は
、「
こ
の
正
当
か
つ
十
分
な
原
因
と
は
、［
戦
争
以
外
の
］
他
の
手
段
で
は
回
復
さ
れ
、
ま

た
は
賠
償
さ
れ
得
な
い
重
大
な
不
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（H

ugo Grotius

）
は
、「
戦
争
の
正
当
原

因
は
、
我
々
が
受
け
た
不
正
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
」
と
述
べ
る
。
一
八
世
紀
の
学
説
で
は
、
例
え
ば
ヴ
ォ
ル
フ
（Christian 

W
olff

）
が
、「
国
家
間
に
お
け
る
戦
争
の
正
当
原
因
は
、
既
に
行
わ
れ
た
か
、
ま
た
は
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
不
正
以
外
に
は
な

い
」
と
述
べ
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
（Em

er de V
attel

）
は
、「
あ
ら
ゆ
る
正
当
戦
争
の
根
拠
な
い
し
原
因
は
、
既
に
行
わ
れ
た
か
、
ま
た
は

行
わ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
不
正
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
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そ
し
て
、
正
戦
論
に
お
い
て
、
戦
争
は
、「
不
正
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
侵
害
に
対
す
る
救
済
手
段
で
あ
り
、
裁
判
お
よ
び
裁

判
判
決
の
執
行
と
同
様
の
法
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
伝
統
的
な
ス
コ
ラ
的
正
戦
論
を
も
っ
と
も
精
緻

に
理
論
化
し
た
と
評
価
さ
れ
る
ス
ア
レ
ス
は
、
国
家
間
に
お
い
て
も
「
不
正
」
の
処
罰
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
国

家
に
上
位
す
る
権
威
と
し
て
の
裁
判
制
度
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、
国
家
自
ら
がjurisdictio

（potestas jurisdictionis

）
を
行
使

し
て
行
う
も
の
が
戦
争
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
も
、『
戦
争
と
平
和
の
法
』
に
お
い
て
、「
戦
争
が
生
ず
る
源
（fon-

tes

）
は
、
裁
判
が
生
ず
る
源
と
同
じ
数
だ
け
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
が
尽
き
る
と
こ
ろ
で
、
戦
争
が

始
ま
る
か
ら
で
あ
る
（ubi judicica deficiunt incipit bellum

）」
と
述
べ
て
、
や
は
り
戦
争
を
裁
判
と
同
じ
性
質
を
有
す
る
も
の

と
し
て
捉
え
、
同
書
の
第
二
巻
第
二
章
～
第
一
九
章
で
は
、「
戦
争
が
生
ず
る
源
」、
つ
ま
り
戦
争
に
よ
る
回
復
の
対
象
と
な
る
権
利
の

具
体
的
内
容
を
論
じ
て
い
る
。
戦
争
が
裁
判
と
同
様
の
法
的
性
質
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
当
戦
争
を
行
う
国
（
者
）
が
、
自
ら

裁
判
官
お
よ
び
執
行
官
と
な
っ
て
ス
ア
レ
ス
の
言
うjurisdictio

を
行
使
し
、
侵
害
さ
れ
て
い
る
権
利
を
回
復
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

戦
争
が
権
利
の
執
行
手
段
で
あ
る
と
す
る
観
念
は
、
当
時
の
国
家
実
行
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

当
時
の
国
家
実
行
に
お
け
る
戦
争
の
法
的
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
西
洋
法
制
史
分
野
に

お
け
る
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
は
、
フ
ェ
ー
デ

（Fehde; faide; feud

）
の
性
質
を
有
し
て
い
た
。
フ
ェ
ー
デ
と
は
、「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
武
装
能
力
あ
る
騎
士
的
男
性
相

互
あ
る
い
は
彼
ら
と
団
体
、
主
に
君
主
、
貴
族
、
都
市
と
の
間
で
行
わ
れ
た
戦
争
行
為
で
あ
」
り
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
戦
争

と
フ
ェ
ー
デ
の
区
別
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
君
主
が
行
う
戦
争
は
大
き
な
フ
ェ
ー
デ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
領
主
が
行
う
小
さ
な

戦
争
も
、
あ
る
種
の
『
公
共
性
』（un élém

ent de «publicité»

）
を
帯
び
て
い
た
の
で
あ
る
」。
そ
れ
は
、「
中
世
に
お
い
て
は
、
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近
代
的
意
味
で
の
主
権
国
家
も
国
際
社
会
も
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」。
フ
ェ
ー
デ
は
、
そ
う
し
た
分
権
的
社
会
に
お
け
る
、

「
自
ら
の
権
利
の
た
め
の
戦
い
（a fight for oneʼs rights

）」
で
あ
り
、「
侵
害
を
受
け
た
と
考
え
る
君
主
、
貴
族
、
都
市
お
よ
び
そ

の
他
の
者
が
侵
害
に
つ
い
て
救
済
を
得
ら
れ
な
い
と
き
に
開
始
さ
れ
た
」。
フ
ェ
ー
デ
は
、
無
制
限
に
許
容
さ
れ
る
暴
力
行
為
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
「
確
固
と
し
た
（
近
代
的
な
）
公
権
力
が
存
在
せ
ず
に
、
自
ら
の
利
益
は
自
ら
の
力
で
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
社
会
」

に
お
け
る
、
侵
害
さ
れ
た
権
利
の
回
復
手
段
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が
合
法
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
正
当
原
因
の
存
在
が
必
要
で
あ
っ

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
オ
ッ
ト
ー
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
（O
tto Brunner

）
は
、「
合
法
な
フ
ェ
ー
デ

0

0

0

0

0

0

0

を
行
う
た
め
の
第
一
の
、
そ
し
て

根
本
的
な
前
提
条
件
は
、
正
当
根
拠
の
存
在

0

0

0

0

0

0

0

（das V
orhandensein eines rechtlichen Grundes

）
で
あ
る
。
フ
ェ
ー
デ
、
す
な

わ
ち
敵
対
関
係
は
、
権
利
の
た
め
の
闘
争
（K
am

pf um
s Recht

）
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
報
復
、
す
な
わ
ち
侵
害
さ
れ
た
権
利

0

0

0

0

0

0

0

の
回
復

0

0

0

（W
iedergutm

achung des gekränkten Rechtes

）
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
根
拠
が
存
在
し
な
い
場
合
の
フ
ェ
ー
デ
は
、

合
法
な
フ
ェ
ー
デ
で
は
な
く
、
違
法
で
、『
邪
悪
な
』
フ
ェ
ー
デ
、
あ
る
い
は
『
掠
奪
』、『
不
正
戦
争
』、『
横
暴
』
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。

　

戦
争
を
侵
害
さ
れ
た
権
利
の
回
復
・
執
行
手
段
と
捉
え
、
戦
争
に
訴
え
る
前
提
と
し
て
正
当
原
因
な
い
し
正
当
根
拠
を
要
求
す
る
こ

の
考
え
方
は
、
正
戦
論
と
よ
く
似
て
い
る
。
ハ
ー
ゲ
ン
マ
ッ
ハ
ー
（Peter H

aggenm
acher

）
は
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
、「［
中

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
］
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
紛
争
は
、
実
際
に
は
地
域
に
よ
っ
て
か
な
り
の
程
度
の
差
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
唯

一
の
、
そ
し
て
同
一
の
現
実
、
す
な
わ
ちguerra

、
つ
ま
り
封
建
的
フ
ェ
ー
デ
（la faide féodale

）
か
ら
生
じ
て
い
た
。
こ
れ
が

0

0

0

、

初
期
の
正
戦
理
論
家
た
ち
の
目
の
前
に
あ
っ
た
も
の
だ
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
正
戦
論
は
、
当
時
の
戦
争
（
フ
ェ
ー
デ
）

の
慣
行
を
踏
ま
え
つ
つ
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
フ
ェ
ー
デ
と
正
戦
論
は
、
侵
害
さ
れ
た
権
利
の
回
復
手
段
と
観
念
さ
れ
た
点
に

お
い
て
、
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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2　

捕
獲
に
よ
る
権
利
の
実
現
：「
法
上
弁
済
」
の
法
理

　

戦
争
を
、
権
利
を
侵
害
し
た
国
（
者
）
に
対
し
て
権
利
を
有
す
る
側
の
国
（
者
）
が
行
う
権
利
の
回
復
手
段
と
捉
え
る
当
時
の
学

説
・
国
家
実
行
に
お
い
て
、
後
者
の
国
（
者
）
は
、
侵
害
さ
れ
た
権
利
に
相
当
す
る
分
の
物
を
敵
か
ら
奪
っ
て
そ
の
所
有
権
を
取
得
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
権
利
を
回
復
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
ヴ
ィ
ト
リ
ア
（Francisco de V

itoria

）
は
、

「
正
当
戦
争
に
お
い
て
捕
獲
さ
れ
た
す
べ
て
の
物
が
、
不
正
に
奪
わ
れ
た
も
の
や
、［
戦
争
に
要
し
た
］
費
用
の
十
分
な
賠
償
の
分
ま

で
、
そ
れ
を
占
有
す
る
者
の
も
の
と
な
る
こ
と
は
、
疑
う
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
争
の
目
的
な
の
で
あ
る
か
ら
、
証

明
を
要
し
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、『
戦
争
と
平
和
の
法
』
第
三
巻
第
六
章
に
お
い
て
、「
自
然
法
に

よ
れ
ば
、
正
当
戦
争
に
よ
っ
て
我
々
は
、
我
々
に
対
す
る
債
務
で
あ
る
が
他
の
方
法
で
は
［
＝
戦
争
に
よ
る
以
外
は
］
得
る
こ
と
の
で

き
な
い
分
に
相
当
す
る
も
の
、
ま
た
は
、
加
害
者
に
対
し
て
刑
罰
の
公
平
な
範
囲
内
で
損
害
を
も
た
ら
す
も
の
を
取
得
す
る
（ac-

quiruntur

）」
と
述
べ
て
い
る
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
（Sam

uel Pufendorf

）
は
、
一
六
八
八
年
の
『
自
然
法
お
よ
び
国
際
法
八

巻
』
第
八
巻
第
六
章
に
お
い
て
、「
自
然
法
お
よ
び
良
心
に
よ
れ
ば
、
正
戦
に
お
い
て
、
人
は
、
敵
が
所
有
し
て
い
る
物
の
う
ち
、
自

ら
が
債
権
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
物
ま
た
は
そ
れ
に
相
当
す
る
物
、
敵
が
支
払
い
を
拒
否
し
た
た
め
に
戦
争
が
起
こ
っ
た
と
こ
ろ
の

も
の
、
な
ら
び
に
彼
が
実
力
に
よ
っ
て
権
利
を
回
復
す
る
た
め
に
要
し
た
費
用
を
満
た
す
物
を
取
得
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。
一
八
世
紀
に
入
っ
て
も
、
例
え
ば
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
一
七
六
四
年
（
初
版
は
一
七
四
九
年
）
の
『
科
学
的
方
法
に
よ
り
考
察
さ

れ
た
国
際
法
論
』
第
八
四
九
節
に
お
い
て
、「
正
当
戦
争
に
お
い
て
は
、
債
権
─
─
こ
れ
に
は
、
刑
罰
も
ま
た
含
ま
れ
る
─
─
や
戦
争

遂
行
に
か
か
る
費
用
を
回
収
し
、
ま
た
は
敵
の
行
動
能
力
（vires agendi
）
を
減
殺
す
る
た
め
に
、
敵
の
い
か
な
る
動
産
を
も
捕
獲

す
る
（capere

）
こ
と
が
許
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
も
、
一
七
五
八
年
の
『
国
際
法
』
第
三
巻
第
一
三
章
第
一
九
三

節
に
お
い
て
、「
敵
を
弱
体
化
さ
せ
る
た
め
に
（
第
一
六
〇
節
）、
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
敵
を
処
罰
す
る
た
め
に
（
第
一
六
二
節
）
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敵
に
属
す
る
財
産
を
奪
う
（enlever

）
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
正
当
戦
争
に
お
い
て
は
、
賠
償
の
一
種
と
し
て
（par une es-

pèce de Com
pensation

）
敵
の
財
産
を
取
得
す
る
（sʼapproprier

）
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
こ
れ
を
、
か
の
法
律
学
者
た
ち
は
『
法

上
弁
済
』（expletio juris

）
と
呼
ぶ
（
第
一
六
一
節
）」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
観
念
は
、
当
時
の
戦
争
の
慣
行
、
す
な
わ
ち
フ
ェ
ー
デ
の
慣
行
に
も
内
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

レ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
（Fritz Redlich

）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
フ
ェ
ー
デ
の
場
合
に
お
い
て
、
フ
ェ
ー
デ
当
事
者
の
直
接
の

臣
民
、
臣
下
お
よ
び
援
助
者
は
、
相
互
に
敵
と
な
っ
た
。
個
々
の
フ
ェ
ー
デ
の
究
極
的
な
問
題
が
何
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
敵

に
対
し
て
最
大
限
の
損
害
を
課
す
こ
と
は
、
フ
ェ
ー
デ
の
直
接
の
目
的
で
あ
っ
た
。
掠
奪
（looting

）
は
武
器
で
あ
り
、
掠
奪
の
結
果

で
あ
る
捕
獲
物
（booty

）
は
、
中
世
か
ら
少
な
く
と
も
一
七
〇
〇
年
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
二
つ
の
目
的
の
た
め
に
使
わ
れ
た
。
そ

れ
は
第
一
に
、
フ
ェ
ー
デ
（
後
の
時
代
に
あ
っ
て
は
戦
争
）
を
宣
言
す
る
対
象
と
な
る
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
侵
害
の

賠
償
に
充
て
る
こ
と
（exacting reparation for w

rong

）
で
あ
り
、
第
二
に
、
フ
ェ
ー
デ
を
行
う
貴
族
（
後
の
時
代
に
あ
っ
て
は

戦
争
を
行
う
君
主
）
が
必
要
と
す
る
援
助
者
、
す
な
わ
ち
傭
兵
を
集
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
」。
レ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
が
指
摘
す
る
捕
獲
の
二

つ
の
目
的
の
う
ち
、
第
一
の
目
的
が
、
捕
獲
に
よ
る
権
利
の
回
復
・
実
現
に
相
当
す
る
。

　

な
お
、
レ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
が
指
摘
す
る
第
二
の
目
的
、
す
な
わ
ち
捕
獲
物
に
よ
っ
て
「
傭
兵
を
集
め
る
」
機
能
は
、
当
時
の
慣
行
上
、

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
山
内
進
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
兵
士
は
、
自
前
で
殆
ど
す
べ
て
の
も

の
を
揃
え
、
共
に
行
軍
し
た
家
族
を
養
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
酒
保
商
人
は
そ
の
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
。
兵
士

は
給
与
で
彼
ら
か
ら
必
要
な
も
の
を
買
い
、
生
活
し
た
。
し
か
し
、
給
与
は
決
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
ま
っ
た
く
払

わ
れ
な
い
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
彼
ら
は
当
然
の
よ
う
に
『
叛
乱
』
を
起
こ
し
、
掠
奪
し
、
捕
獲
し
、
戦
利
品
を
売
り
、
そ

の
利
益
を
自
分
の
も
の
と
し
た
。
こ
れ
は
極
め
て
ひ
ん
ぱ
ん
に
発
生
し
た
が
、
そ
も
そ
も
傭
兵
の
雇
主
＝
君
主
は
最
初
か
ら
掠
奪
に
よ

（
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る
補
足
を
見
込
ん
で
給
与
の
額
を
設
定
し
た
と
い
う
。『
軍
事
革
命
』
の
最
初
の
担
い
手
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
傭
兵
隊
の
紀
律
が
比
較

的
厳
正
に
維
持
さ
れ
得
た
の
は
、
兵
士
に
規
則
正
し
く
相
当
程
度
の
給
与
が
支
払
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
掠
奪
は
、
軍
隊
の
国
家
化
が

完
成
す
る
以
前
に
お
い
て
は
、（
酒
保
）
商
人
を
仲
立
ち
と
し
て
、
軍
の
存
在
の
う
ち
に
、
い
わ
ば
構
造
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」。

当
時
の
学
説
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
現
実
は
よ
く
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
学
説
で
は
、
捕
獲
物
の
分
配
問
題
（
捕
獲
物
を
君

主
、
軍
指
揮
官
、
兵
士
と
い
っ
た
者
の
間
で
ど
の
よ
う
な
割
合
で
分
配
す
る
か
）
が
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
ま
で
の
学
説
・
国
家
実
行
に
お
い
て
、
正
当
戦
争
（
ま
た
は
正
当
な
フ
ェ
ー
デ
）
を
行
う
国
（
者
）
に

は
、
侵
害
さ
れ
た
権
利
に
相
当
す
る
物
を
敵
か
ら
奪
い
、
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
利
を
回
復
・
実
現
す
る
権
能
が

認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
権
能
は
、
先
に
引
用
し
た
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
が
明
確
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
注
（
61
）
を
付
け
た
本
文
を
参
照
）、

「
法
上
弁
済
（expletio juris

）」
の
法
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
法
上
弁
済
と
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、

自
ら
の
所
有
物
を
他
人
が
保
持
し
て
返
還
し
な
い
場
合
、
ま
た
は
自
ら
に
対
す
る
債
務
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
に
、「
私
の
物
を
保
持

し
て
い
る
者
ま
た
は
私
に
対
し
債
務
を
負
っ
て
い
る
者
か
ら
、［
所
有
物
ま
た
は
債
権
と
］
ち
ょ
う
ど
同
じ
価
値
の
あ
る
他
の
何
か
を

受
領
す
る
（accipio

）」
こ
と
で
あ
り
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
自
然
法
の
作
用
に
よ
る
所
有
権
の
承
継
取
得
の
一
つ
と
し
て
こ
れ
を
挙

げ
る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
国
家
法
で
は
、
実
力
に
よ
る
自
ら
の
権
利
の
回
復
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
法
上
弁
済
の
法
理

は
、
一
定
期
間
裁
判
所
が
機
能
停
止
す
る
場
合
（judicia continue cessant

）
に
の
み
妥
当
す
る
。
し
か
し
、
国
際
社
会
は
、
裁
判

所
が
恒
常
的
に
機
能
停
止
し
て
い
る
（
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
）
社
会
で
あ
る
か
ら
、
法
上
弁
済
の
法
理
が
常
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

　

法
上
弁
済
の
法
理
に
基
づ
き
捕
獲
で
き
る
財
産
は
、
海
上
財
産
に
限
ら
れ
ず
、
陸
上
財
産
も
含
ま
れ
た
。
捕
獲
に
関
す
る
当
時
の
学

説
・
国
家
実
行
上
、
陸
上
財
産
と
海
上
財
産
は
特
に
区
別
さ
れ
ず
、
両
者
の
違
い
は
、
例
え
ば
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
、
敵
人
以
外
の
者

（
つ
ま
り
中
立
人
）
が
所
有
す
る
物
で
あ
っ
て
敵
国
領
土
内
に
あ
る
も
の
の
扱
い
と
、
敵
人
以
外
の
者
が
所
有
す
る
物
（
つ
ま
り
中
立

（
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貨
）
で
あ
っ
て
敵
船
上
に
あ
る
も
の
の
扱
い
と
を
分
け
て
検
討
し
て
い
る
点
─
─
た
だ
し
、
結
論
的
に
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
物
の
所

在
地
で
は
な
く
、
所
有
権
が
敵
人
に
属
す
る
か
否
か
で
捕
獲
の
可
否
が
決
ま
る
の
で
、
陸
上
財
産
も
海
上
財
産
も
同
一
の
原
理
に
服
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
─
─
や
、
捕
獲
物
の
分
配
に
関
す
る
慣
行
が
陸
と
海
と
で
異
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
に
現
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
陸
上
私
有
財
産
が
捕
獲
の
対
象
と
さ
れ
な
く
な
る
（
他
方
、
海
上
私
有
財
産
は
な
お
捕
獲
の
対
象
の
ま
ま
と
さ
れ

る
）
の
は
、
一
八
世
紀
末
な
い
し
一
九
世
紀
初
頭
頃
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
前
の
時
代
に
は
、
陸
上
財
産
も
海
上
財
産
も
、
同
じ

よ
う
に
捕
獲
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

法
上
弁
済
の
法
理
に
基
づ
き
捕
獲
で
き
る
財
産
の
範
囲
は
、
敵
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
権
利
に
相
当
す
る
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加

え
、
戦
争
遂
行
に
要
し
た
費
用
の
回
収
も
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
正
当
戦
争
（
正
当
な
フ
ェ
ー
デ
）
を
行
う
国
（
者
）
が
戦
争
と

い
う
費
用
の
か
か
る
行
為
に
訴
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
原
因
と
責
任
は
、
不
正
を
行
っ
た
国
（
者
）
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
費
用
は
、

後
者
の
国
（
者
）
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
前
記
の
ヴ
ィ
ト
リ
ア
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、

ヴ
ォ
ル
フ
な
ど
の
引
用
文
中
に
現
れ
て
い
る
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
別
の
箇
所
で
よ
り
明
確
に
、「
ま
た
、
正
当
戦
争
を
行
う
者
は
、
自

然
に
基
づ
き
、
戦
争
に
お
い
て
要
し
た
費
用
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
当
戦
争
を
行
う
者
は
、
武
力
に
よ
る
の
で
な
け

れ
ば
権
利
を
実
現
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
敵
に
対
し
て
力
を
行
使
し
て
権
利
を
追
及
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
他
方
の
側
、
つ
ま
り
不
正
戦

争
を
行
っ
て
い
る
側
は
、
戦
争
遂
行
に
要
し
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

な
お
、
ヴ
ォ
ル
フ
や
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
な
ど
一
八
世
紀
の
学
説
に
お
い
て
は
、「
取
立
金
（contributiones m

ilitares; contribu-

tion

）」
の
制
度
─
─
ヴ
ォ
ル
フ
や
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
取
立
金
」
に
は
、
金
銭
の
取
立
て
だ
け
で
な
く
、
軍
の
給
養
に

必
要
な
物
品
の
取
立
て
、
つ
ま
り
後
の
時
代
の
陸
戦
法
規
に
お
け
る
現
品
徴
発
を
含
ん
で
い
た
─
─
は
、
戦
争
遂
行
の
費
用
を
敵
人
に

負
担
さ
せ
る
た
め
の
制
度
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。
取
立
金
や
徴
発
は
、
も
と
も
と
は
、
三
十
年
戦
争
中
に
、
都
市
な
ど
が
敵
軍
に
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金
銭
を
支
払
い
、
ま
た
は
軍
に
必
要
な
物
品
を
提
供
す
る
代
わ
り
に
掠
奪
と
放
火
を
免
れ
た
実
行
（
免
焼
金
（Brandschatzung

）

支
払
い
の
実
行
）
に
由
来
す
る
。
こ
の
実
行
は
、
も
と
も
と
は
、
交
戦
国
軍
隊
が
有
し
て
い
る
掠
奪
権
を
、
住
民
が
金
銭
に
よ
り
買
い

取
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
た
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
や
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
、
こ
れ
を
、
正
当
戦
争
を
行
う
国
が
戦
争
遂
行
の
費
用
を
取
り
立
て
る
た

め
の
制
度
と
し
て
、
再
構
成
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
法
上
弁
済
の
法
理
に
よ
り
正
当
化
が
可
能
な
捕
獲
の
範
囲
は
、
侵
害
さ
れ
た
権
利
お
よ
び
戦
争
遂
行
に
要
し
た
費

用
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
原
理
的
に
は
、
少
な
く
と
も
次
の
三
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
一
に
、
不
正
戦
争
を

行
う
国
は
、
そ
も
そ
も
敵
に
属
す
る
物
を
捕
獲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
二
に
、
正
当
戦
争
を
行
う
国
で
あ
っ
て
も
、
侵
害
さ
れ
た

権
利
お
よ
び
戦
争
遂
行
に
要
し
た
費
用
の
限
度
を
超
え
て
物
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
限
度
を
超
え
て
捕
獲
し
た
物
は
、
所

有
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
敵
に
属
し
な
い
物
は
、
捕
獲
で
き
な
い
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
（
二
4
）、
第
一
お
よ
び
第
二
の
原
理
は
、
一
八
世
紀
以
前
の
学
説
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
厳
格
に
貫
か
れ
て
お

ら
ず
、
か
な
り
大
幅
な
修
正
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
第
三
の
原
理
は
、
学
説
上
も
国
家
実
行
上
も
厳
格
に
維
持
さ
れ
て
い
た
。

例
え
ば
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、「
敵
の
も
の
で
は
な
い
物
は
、
仮
に
敵
国
内
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
（esti apud hostes reperi-

antur

）、
捕
獲
者
の
も
の
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
［
＝
敵
の
も
の
で
は
な
い
物
を
捕
獲
す
る
こ
と
］
は
、

自
然
法
に
合
致
し
な
い
し
、
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
に
も
導
入
さ
れ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
（nec jure gentium

 intro-

ductum
 est

）」
と
述
べ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
（
二
4
）、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、「
敵
か
ら
奪
い
取
っ
た
物
」
の
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン

テ
ィ
ウ
ム
（jus gentium

）
に
お
け
る
扱
い
に
つ
い
て
、
自
然
法
上
の
扱
い
と
異
な
り
、「
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
に
お
い
て
は
、

正
当
原
因
の
た
め
に
戦
争
を
行
う
者
だ
け
で
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
正
式
戦
争
に
お
け
る
い
か
な
る
者
も
ま
た
、
い
か
な
る
限
界
も
抑
制
も
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（sine fine m
odoque

）、
敵
か
ら
奪
い
取
っ
た
も
の
の
所
有
者
と
な
る
」
と
述
べ
、
前
記
の
第
一
お
よ
び
第
二
の
原
理
を
大
幅
に
修

（
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）

（
74
）
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正
す
る
の
で
あ
る
が
、「
敵
の
も
の
で
は
な
い
物
」
に
つ
い
て
は
、
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
に
お
い
て
さ
え
、
交
戦
国
に
よ
る
捕
獲

の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
「
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

　

国
家
実
行
上
も
、
敵
に
属
し
な
い
物
を
捕
獲
で
き
な
い
と
い
う
原
則
は
、
少
な
く
と
も
海
上
捕
獲
の
分
野
で
は
、
か
な
り
古
く
か
ら

確
立
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
三
五
一
年
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
王
国
が
締
結
し
た
条
約
や
、
一
三
五
三
年
に
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
締
結
し
た
条
約
に
お
い
て
、
一
方
締
約
国
の
臣
民
が
敵
船
を
拿
捕
し
、
同
船
上
に
他
方
締
約
国
臣
民
に
属
す
る

貨
物
を
発
見
し
た
場
合
、
当
該
貨
物
は
そ
の
所
有
者
に
返
還
さ
れ
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
敵
船
以
外
の
船
舶
が
敵
貨
を
輸

送
す
る
場
合
に
、
敵
貨
の
み
を
没
収
し
、
船
舶
自
体
は
没
収
せ
ず
に
船
舶
所
有
者
に
返
還
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
同
船
が
敵
貨
を
目
的

地
ま
で
輸
送
し
た
な
ら
ば
得
た
で
あ
ろ
う
運
賃
を
船
長
に
支
払
う
旨
の
命
令
が
、
一
三
四
六
年
、
一
三
七
五
年
お
よ
び
一
三
七
八
年
に

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
例
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
三
世
紀
末
～
一
四
世
紀
半
ば
頃
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
編
纂
さ
れ
た

と
さ
れ
る
コ
ン
ソ
ラ
ー
ト
・
デ
ル
・
マ
ー
レ
は
、
第
二
七
六
章
に
お
い
て
、「
敵
（enem

ichs

）」
に
属
す
る
船
舶
お
よ
び
貨
物
が
捕

獲
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
一
方
、「
友
（am

ichs
）」
に
属
す
る
船
舶
お
よ
び
貨
物
は
捕
獲
さ
れ
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
た
。
コ
ン
ソ

ラ
ー
ト
・
デ
ル
・
マ
ー
レ
第
二
七
六
章
に
規
定
さ
れ
た
原
則
、
す
な
わ
ち
、
海
上
捕
獲
の
対
象
を
敵
船
お
よ
び
敵
貨
（
敵
船
で
輸
送
さ

れ
る
も
の
と
中
立
船
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
の
両
方
を
含
む
）
に
限
定
し
、
中
立
船
お
よ
び
中
立
貨
を
捕
獲
し
な
い
と
い
う
原
則
は
、
当

時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
一
般
的
に
受
容
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。

　

敵
船
お
よ
び
敵
貨
以
外
の
物
を
捕
獲
し
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
を
捕
獲
す
る
根
拠
が
な
い
と
い
う
原
理
的
な
理
由
の
ほ
か
に
、
政
治
的

な
背
景
も
存
在
し
た
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー
（D

. A
. Gardiner

）
は
、
一
九
三
二
年
の
論
文
に
お
い
て
、
敵
に
属
し

な
い
船
舶
や
貨
物
を
捕
獲
し
な
い
と
い
う
規
則
が
「
一
三
七
八
年
よ
り
少
し
前
の
い
ず
れ
か
の
時
点
」
で
確
立
し
た
と
述
べ
、
そ
う
し

た
規
則
が
確
立
し
た
背
景
と
し
て
、
復
仇
制
度
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「［
中
立
人
が
］
敵
と
交
通
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
理

（
76
）

（
77
）

（
78
）

（
79
）

（
80
）
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由
」
で
中
立
船
や
中
立
貨
を
海
上
捕
獲
し
て
そ
れ
ら
を
返
還
し
な
い
場
合
、
当
該
中
立
人
は
君
主
か
ら
復
仇
免
状
を
得
て
復
仇
に
訴
え

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
こ
の
復
仇
に
対
し
て
さ
ら
に
復
仇
で
応
じ
れ
ば
（counter-reprisals

）、
両
国
間
の
戦
争
に
発
展
す
る

恐
れ
が
あ
る
。
戦
争
に
な
れ
ば
、
両
国
間
の
通
商
は
完
全
に
断
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
交
戦
国
と
し
て
も
そ
う
し
た
事
態
は
で

き
る
だ
け
避
け
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
中
立
船
と
中
立
貨
に
つ
い
て
は
、
海
上
捕
獲
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
実
行
が
生
じ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
マ
ル
ス
デ
ン
（R. G. M

arsden

）
も
、
一
四
世
紀
当
時
の
海
上
捕
獲
に
つ
い
て
述
べ
る
文
脈
で
、「
敵
貨
を
輸
送

す
る
友
の
船
舶
（a friendʼs ship

）
を
没
収
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
理
由
か
ら
得
策
で
は
な
い
（inexpedient

）
こ
と
が
す
ぐ
に
明

ら
か
に
な
っ
た
」
と
述
べ
る
。
い
か
な
る
意
味
で
「
得
策
で
は
な
い
」
の
か
、
マ
ル
ス
デ
ン
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ

の
趣
旨
は
、
ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー
と
同
じ
く
、
中
立
船
や
中
立
貨
の
捕
獲
が
、
中
立
国
か
ら
の
復
仇
を
招
き
、
そ
れ
が
最
終
的
に
は
戦
争
に

発
展
す
る
事
態
を
回
避
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
の
指
摘
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

海
上
捕
獲
法
に
お
い
て
「
敵
船
」
と
か
「
中
立
船
」
と
言
う
と
き
の
船
舶
は
、
主
と
し
て
私
船
を
意
味
す
る
。
公
船
の
う
ち
、
敵
軍
艦
は
、

攻
撃
の
対
象
と
な
る
ほ
か
、
戦
利
品
（booty; butin; Beute

）
と
し
て
拿
捕
・
没
収
の
対
象
と
な
る
。
敵
軍
艦
お
よ
び
敵
軍
艦
内
の
敵
貨
は
、

拿
捕
ま
た
は
押
収
に
よ
っ
て
直
ち
に
没
収
の
効
果
が
生
ず
る
点
で
、
捕
獲
審
検
所
の
検
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
没
収
の
効
果
が
生
ず
る
私
船
お

よ
び
そ
の
貨
物
の
海
上
捕
獲
と
は
区
別
さ
れ
る
。
敵
公
船
の
う
ち
軍
艦
以
外
の
も
の
の
戦
争
法
上
の
地
位
は
明
ら
か
で
な
い
部
分
が
多
い
が
、

立
作
太
郎
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
軍
艦
以
外
の
公
船
の
戦
時
国
際
法
上
の
地
位
は
明
確
に
定
ま
れ
り
と
言
い
得
ざ
る
も
、
公
船
中
、

軍
用
に
関
係
な
き
も
の
に
つ
き
、
攻
撃
に
関
し
て
全
然
軍
艦
と
同
視
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ん
と
す
る
に
至
つ
た
。
但
し
拿
捕
の
効

果
に
関
し
て
は
概
し
て
、
其
の
公
の
行
政
に
関
係
す
る
公
船
に
し
て
商
業
に
従
事
す
る
も
の
に
非
ざ
れ
ば
、
之
を
軍
艦
同
様
に
扱
ひ
、
捕
獲
物

と
為
す
を
要
せ
ず
し
て
、
戦
利
品
と
為
す
を
得
る
と
認
め
ら
る
る
に
至
つ
た
（
ド
イ
ツ
千
九
百
三
十
九
年
の
捕
獲
審
検
令
第
三
条
参
照
）」。
立

作
太
郎
『
戦
時
国
際
法
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
四
年
）
三
〇
一
頁
。
つ
ま
り
、
非
商
業
目
的
に
使
用
さ
れ
る
公
船
は
、
攻
撃
の
対
象
に

は
な
ら
な
い
が
、
戦
利
品
と
し
て
拿
捕
・
没
収
の
対
象
に
は
な
り
、
海
上
捕
獲
法
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
公
船
の
う

ち
、
商
業
目
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
私
船
と
同
様
に
海
上
捕
獲
法
の
適
用
対
象
に
な
る
と
す
る
国
家
実
行
が
あ
る
一
方
、
そ
れ

（
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）
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と
反
対
の
実
行
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、Charles Rousseau, Le droit des conflits arm

és (Paris: Editions A
. 

Pedone, 1983), pp. 287-290

を
も
参
照
。

拿
捕
（seizure; capture; saisie; Beschlagnahm

e; A
ufbringung

）
と
は
、
船
舶
お
よ
び
／
ま
た
は
そ
の
貨
物
を
没
収
す
る
事
由
の

存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
、
ま
た
は
没
収
事
由
に
該
当
す
る
嫌
疑
が
あ
る
た
め
に
自
国
港
で
さ
ら
に
検
査
を
行
う
必
要
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
交
戦
国
の
軍
艦
が
当
該
船
舶
、
貨
物
お
よ
び
乗
員
を
そ
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
を
い
う
。
拿
捕
は
、
軍
艦
か
ら
若
干
の
士
官

（
捕
獲
班
）
を
派
遣
し
て
指
揮
に
服
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
天
候
の
不
良
ま
た
は
そ
の
他
の
事
故
の
た
め
士
官
を
派
遣
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
は
、
軍
艦
の
命
令
に
従
い
進
航
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
立
・
前
掲
注
（
1
）
六
九
一
─
六
九
三
頁; 

高
野
雄
一
『
国
際
法
概

論
』
全
訂
新
版
、
下
巻
（
弘
文
堂
、
一
九
八
六
年
）
五
〇
六
頁
。

捕
獲
審
検
所
（prize court; cour des prises; tribunal de prises; Prisengericht

）
と
は
、
拿
捕
し
た
船
舶
お
よ
び
そ
の
貨
物
の

没
収
の
可
否
や
拿
捕
の
合
法
性
等
を
検
定
す
る
交
戦
国
の
国
内
機
関
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
機
関
が
捕
獲
審
検
を
行
う
か
（
司
法
機
関
か
行
政

機
関
か
、
常
設
の
機
関
か
ど
う
か
等
）
は
、
国
に
よ
っ
て
異
な
る
。
例
え
ば
英
国
や
米
国
な
ど
で
は
、
平
時
か
ら
存
在
し
、
か
つ
、
捕
獲
審
検

以
外
の
事
項
に
つ
い
て
も
管
轄
権
を
有
す
る
常
設
の
裁
判
所
が
捕
獲
審
検
を
行
っ
た
。
英
国
で
は
、「
海
事
高
等
裁
判
所
（H

igh Court of 
A

dm
iralty

）」
が
第
一
審
の
捕
獲
審
検
を
行
い
、「
枢
密
院
司
法
委
員
会
（Judicial Com

m
ittee of the Privy Council

）」
が
第
二
審
（
終

審
）
の
捕
獲
審
検
を
行
っ
た
（
な
お
、
海
事
高
等
裁
判
所
は
、
一
八
七
三
年
と
一
八
七
五
年
の
最
高
法
院
法
（Suprem

e Court of Judica-
ture A

cts 1873 &
 1875

）
に
よ
り
他
の
裁
判
所
と
と
も
に
高
等
法
院
（H

igh Court

）
に
統
合
さ
れ
、
従
来
海
事
高
等
裁
判
所
が
有
し
て

い
た
管
轄
権
は
、
高
等
法
院
の
一
部
で
あ
る
「
検
認
・
離
婚
・
海
事
部
（Probate, D

ivorce and A
dm

iralty D
ivision

）」
に
移
さ
れ
た
）。

米
国
で
は
、
連
邦
の
地
方
裁
判
所
（district court

）
が
第
一
審
の
捕
獲
審
検
を
、
連
邦
の
最
高
裁
判
所
（Suprem

e Court

）
が
第
二
審

（
終
審
）
の
捕
獲
審
検
を
行
っ
た
。
他
方
、
常
設
の
機
関
で
は
な
く
、
戦
時
に
お
い
て
特
別
に
設
置
さ
れ
る
機
関
が
捕
獲
審
検
を
行
う
国
も
あ

り
、
例
え
ば
日
本
は
こ
の
タ
イ
プ
の
国
で
あ
っ
た
。
日
本
は
、
一
八
九
四
年
の
「
捕
獲
審
検
令
」（
明
治
二
七
年
勅
令
第
一
四
九
号
）
に
よ
り
、

第
一
審
の
捕
獲
審
検
管
轄
権
を
「
捕
獲
審
検
所
」
が
、
第
二
審
の
管
轄
権
を
「
高
等
捕
獲
審
検
所
」
が
行
使
す
る
も
の
と
定
め
た
（
第
一
条
）。

捕
獲
審
検
所
お
よ
び
高
等
捕
獲
審
検
所
は
、
開
戦
の
都
度
、
勅
令
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
（
第
九
条
）、
例
え
ば
日
露
戦
争
や
第
二

次
大
戦
の
際
に
は
、
捕
獲
審
検
所
が
横
須
賀
お
よ
び
佐
世
保
の
二
カ
所
に
、
高
等
捕
獲
審
検
所
が
東
京
に
設
置
さ
れ
た
。
日
清
戦
争
や
第
一
次

大
戦
の
際
に
は
、
捕
獲
審
検
所
が
佐
世
保
の
一
カ
所
に
の
み
設
置
さ
れ
、
高
等
捕
獲
審
検
所
が
東
京
に
設
置
さ
れ
た
。
捕
獲
審
検
所
は
、
一
名

（
2
）

（
3
）
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の
長
官
（
控
訴
院
の
判
事
）
お
よ
び
六
名
の
評
定
官
（
そ
の
う
ち
一
名
は
海
軍
将
校
、
二
名
は
判
事
、
一
名
は
主
理
、
一
名
は
法
制
局
参
事
官
、

一
名
は
外
務
省
参
事
官
ま
た
は
書
記
官
）
に
よ
っ
て
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
た
（
第
二
条
）。
高
等
捕
獲
審
検
所
は
、
一
名
の
長
官
（
枢
密
院

顧
問
官
）
お
よ
び
八
名
の
評
定
官
（
そ
の
う
ち
一
名
は
枢
密
院
顧
問
官
、
二
名
は
海
軍
将
官
、
三
名
は
大
審
院
判
事
、
一
名
は
法
制
局
長
官
、

一
名
は
外
務
省
政
務
局
長
）
に
よ
っ
て
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
た
（
第
三
条
）。
な
お
、
捕
獲
審
検
令
は
、
一
九
四
六
年
の
「
捕
獲
審
検
令
等

廃
止
ノ
件
」（
昭
和
二
一
年
五
月
四
日
勅
令
第
二
六
一
号
）
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
各
国
捕
獲
審
検
所
の
概
要
に
つ
い
て
は
、C. John Co-

lom
bos, A

 T
reatise on the Law

 of Prize, 3rd ed. (London: Longm
ans, 1949), pp. 1-66; Rousseau, supra note 1, pp. 322-353; 

信
夫
淳
平
『
戦
時
国
際
法
講
義
』
第
三
巻
（
丸
善
、
一
九
四
一
年
）
一
四
一
八
─
一
四
六
九
頁
を
参
照
。

捕
獲
審
検
所
が
船
舶
ま
た
は
貨
物
の
没
収
を
検
定
す
る
こ
と
をcondem

nation; condam
nation; K

ondem
nierung

と
い
う
。
海
上

捕
獲
法
に
お
い
て
、
没
収
（confiscation; appropriation; Einziehung; K

onfiskation

）
の
効
果
は
、
捕
獲
審
検
所
の
検
定
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
生
ず
る
も
の
と
さ
れ
、
交
戦
国
が
船
舶
ま
た
は
そ
の
貨
物
を
没
収
し
て
所
有
権
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
捕
獲
審
検
所
に
よ
る
審

検
と
検
定
を
経
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
た
（
“Toute prise doit être jugée

”
の
原
則
）。
こ
の
原
則
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、Paul 

Reuter, É
tude de la règle: 

“Toute prise doit être jugée

” (Paris: Les Éditions internationales, 1933); Luigi Sico, 

“Toute 
prise doit être jugée

”: Il guidizio delle prede nel diritto internazionale (N
apoli: Casa Editrice D

ott. Eugenio Jovene, 1971).

船
舶
を
敵
船
と
中
立
船
と
に
分
け
る
基
準
、
お
よ
び
貨
物
を
敵
貨
と
中
立
貨
と
に
分
け
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
一
1
で
述
べ
る
。
ま
た
、

一
2
で
述
べ
る
通
り
、
敵
船
上
の
中
立
貨
お
よ
び
中
立
船
上
の
敵
貨
の
扱
い
に
つ
い
て
は
長
年
に
わ
た
り
国
家
実
行
が
分
れ
て
い
た
が
、
一
八

五
六
年
パ
リ
宣
言
（
本
稿
注
（
13
））
は
、
戦
時
禁
制
品
に
該
当
す
る
場
合
な
ど
を
除
き
、
敵
船
上
の
中
立
貨
お
よ
び
中
立
船
上
の
敵
貨
を
没

収
で
き
な
い
も
の
と
定
め
た
。

戦
時
禁
制
品
（contraband of w

ar; contrebande de guerre; K
riegskonterband

）
と
は
、
船
舶
に
よ
り
海
上
輸
送
さ
れ
る
物
品

の
う
ち
、
戦
争
の
用
に
供
さ
れ
得
る
性
質
を
有
し
（susceptible of belligerent use

）、
か
つ
、
敵
性
仕
向
地
（hostile destination

）
を

有
す
る
も
の
の
こ
と
を
い
う
（
典
型
的
に
は
、
武
器
や
弾
薬
な
ど
が
敵
国
の
港
に
向
か
っ
て
輸
送
さ
れ
る
場
合
）。
交
戦
国
は
、
戦
時
禁
制
品

を
輸
送
す
る
船
舶
を
海
上
（
中
立
国
領
水
を
除
く
）
で
拿
捕
し
、
捕
獲
審
検
所
の
審
検
・
検
定
を
経
て
、
戦
時
禁
制
品
た
る
貨
物
を
没
収
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
戦
時
禁
制
品
輸
送
船
お
よ
び
同
船
上
の
戦
時
禁
制
品
以
外
の
貨
物
（
非
禁
制
品
貨
物
）
を
ど
の
よ
う
な
場
合
に
没
収
で
き
る

か
に
つ
い
て
は
国
家
実
行
が
分
か
れ
、
英
国
は
、
①
戦
時
禁
制
品
た
る
貨
物
と
同
一
所
有
者
に
属
す
る
輸
送
船
お
よ
び
非
禁
制
品
貨
物
、
②
虚

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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偽
の
書
類
を
も
っ
て
航
海
す
る
戦
時
禁
制
品
輸
送
船
お
よ
び
同
船
上
の
非
禁
制
品
貨
物
、
な
ら
び
に
③
船
舶
の
所
属
国
と
捕
獲
国
と
の
間
の
条

約
に
お
い
て
戦
時
禁
制
品
と
明
記
さ
れ
た
物
品
を
輸
送
す
る
船
舶
お
よ
び
同
船
上
の
非
禁
制
品
貨
物
を
没
収
し
た
（
英
国
主
義
）。
他
方
、
フ

ラ
ン
ス
は
、
一
七
七
八
年
以
降
、
戦
時
禁
制
品
た
る
貨
物
が
船
内
の
貨
物
全
体
の
価
額
の
四
分
の
三
以
上
を
占
め
る
場
合
に
は
、
戦
時
禁
制
品

輸
送
船
お
よ
び
同
船
上
の
非
禁
制
品
貨
物
を
没
収
し
た
（
フ
ラ
ン
ス
主
義
）。
以
上
に
つ
い
て
は
、
立
・
前
掲
注
（
1
）
五
七
〇
─
六
〇
〇
頁; 

田
岡
良
一
『
国
際
法
学
大
綱
』
下
巻
（
巌
松
堂
書
店
、
一
九
三
九
年
）
三
四
〇
─
三
五
九
頁; 

信
夫
・
前
掲
注
（
3
）
八
五
八
─
一
〇
八
三
頁

を
参
照
。

封
鎖
（blockade; blocus; Blockade

）
と
は
、
交
戦
国
が
敵
地
（
敵
国
領
土
ま
た
は
敵
軍
が
占
領
す
る
場
所
）
の
沿
岸
海
域
に
艦
隊
を

配
置
し
て
封
鎖
線
を
張
り
、
そ
の
線
を
越
え
て
敵
地
と
交
通
す
る
船
舶
を
拿
捕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
敵
地
と
外
海
と
の
交
通
を
遮
断
す
る
行

為
で
あ
る
。
交
戦
国
は
、
封
鎖
を
侵
破
す
る
（breach a blockade

）
船
舶
を
拿
捕
し
、
捕
獲
審
検
所
の
審
検
・
検
定
を
経
て
、
封
鎖
侵
破

船
お
よ
び
そ
の
貨
物
の
う
ち
一
定
の
も
の
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
封
鎖
侵
破
船
が
拿
捕
・
没
収
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
国
家
実

行
は
一
致
し
て
い
た
が
、
封
鎖
侵
破
船
の
貨
物
を
ど
の
よ
う
な
場
合
に
没
収
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
常
に
没
収
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義

と
、
①
船
舶
と
同
一
所
有
者
に
属
す
る
貨
物
、
②
戦
時
禁
制
品
た
る
貨
物
、
お
よ
び
③
所
有
者
が
船
積
み
の
際
に
船
舶
が
封
鎖
港
に
向
か
う
こ

と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
場
合
の
貨
物
を
没
収
す
る
英
国
主
義
と
が
対
立
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
主
義
の
相
違
は
、

封
鎖
侵
破
船
の
貨
物
の
う
ち
、
貨
物
の
所
有
者
が
封
鎖
侵
破
の
意
図
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
に
そ
の
貨
物
を
没
収
す
る
か
ど

う
か
だ
け
で
あ
り
、
国
家
実
行
が
分
裂
し
て
い
た
程
度
は
、
海
上
捕
獲
法
の
中
で
は
小
さ
い
方
で
あ
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
宣
言
二
一
条
は
、「
封

鎖
を
侵
破
し
た
と
認
め
ら
れ
る
船
舶
は
、
こ
れ
を
没
収
す
る
。
そ
の
貨
物
も
同
様
に
没
収
す
る
。
た
だ
し
、
貨
物
が
船
積
み
さ
れ
た
時
点
に
お

い
て
荷
積
人
が
封
鎖
侵
破
の
意
図
を
知
ら
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
知
り
得
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
」
と

規
定
し
、
英
国
主
義
に
近
い
立
場
を
採
用
し
た
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
立
・
前
掲
注
（
1
）
六
三
三
頁; 

田
岡
・
前
掲
注
（
6
）
三
一
九
─
三

二
〇
頁; 

信
夫
・
前
掲
注
（
3
）
八
三
五
─
八
三
六
頁; Charles D

upuis, Le droit de la guerre m
aritim

e dʼaprès les doctrines an-
glaises contem

poraines (Paris: A
. Pedone, 1899), pp. 232-233

を
参
照
。

非
中
立
的
役
務
（unneutral service; N

eutralitätsw
idrige U

nterstützung

）
と
は
、
敵
国
の
た
め
に
す
る
一
定
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人

員
お
よ
び
信
書
の
輸
送
（carriage of persons and despatches for the enem

y
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
人
ま
た
は
信
書
の
輸

送
が
非
中
立
的
役
務
を
構
成
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
国
家
実
行
上
明
確
で
な
い
部
分
が
多
か
っ
た
が
、
例
え
ば
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
（L. O

p-

（
7
）

（
8
）
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penheim

）
に
よ
れ
ば
、
人
に
つ
い
て
は
、
①
軍
隊
構
成
員
で
あ
っ
て
、
戦
闘
に
加
わ
る
た
め
戦
地
に
向
か
う
も
の
ま
た
は
戦
地
か
ら
戻
る
も

の
、
②
軍
隊
構
成
員
で
は
な
い
が
目
的
地
に
お
い
て
軍
隊
構
成
員
と
な
る
も
の
、
③
軍
隊
構
成
員
で
は
な
い
が
重
要
な
地
位
（a prom

inent 
position

）
に
あ
り
捕
え
ら
れ
れ
ば
捕
虜
と
な
る
も
の
（
国
家
元
首
、
閣
僚
等
）
や
、
目
的
地
に
お
い
て
武
器
・
弾
薬
の
購
入
な
ど
に
従
事
す

る
代
理
人
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
者
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と
い
う
。
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
信
書
に
つ
い
て
は
、
政
治
的
な
信
書
（politi-

cal despatches

）、
と
り
わ
け
戦
争
に
関
係
す
る
も
の
を
、
敵
国
か
ら
、
ま
た
は
敵
国
に
向
け
て
輸
送
す
る
行
為
が
非
中
立
的
役
務
を
構
成
す

る
。L. O

ppenheim
, International Law

: A
 T

reatise, V
ol. 2, W

ar and N
eutrality (London: Longm

ans, Green, and Co., 1906), 
pp. 447-448, 451. 

非
中
立
役
務
に
従
事
す
る
船
舶
は
拿
捕
さ
れ
、
捕
獲
審
検
所
の
検
定
を
経
て
没
収
さ
れ
る
。
ま
た
、
信
書
輸
送
の
場
合
に

は
当
該
信
書
が
没
収
さ
れ
、
人
の
輸
送
の
場
合
に
は
当
該
人
が
捕
虜
と
な
る
。
そ
れ
以
外
の
貨
物
の
処
分
に
つ
い
て
は
国
家
実
行
が
分
れ
た
が
、

英
国
や
日
本
な
ど
の
慣
行
で
は
、
船
舶
と
同
一
所
有
者
に
属
す
る
貨
物
を
没
収
し
て
い
た
。
な
お
、
非
中
立
的
役
務
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は

「
敵
対
的
援
助
（assistance hostile

）」
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
一
九
〇
九
年
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
フ
ラ
ン
ス
語
正
文
も
こ
の
言
葉
を

用
い
る
）。
ま
た
、
非
中
立
的
役
務
は
、
沿
革
的
に
は
戦
時
禁
制
品
制
度
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
禁
圧
の
方
法
が
交
戦
国
に
よ
る
海

上
捕
獲
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
点
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
学
説
で
は
、「
類
似
禁
制
品
（analogous of 

contraband; contrebande par analogie; analoge K
ontrebande

）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
前
述
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
も
こ

の
言
葉
を
用
い
る
）。
さ
ら
に
、「
準
禁
制
品
（quasi-contraband

）」、「
輸
送
役
務
（service de transport

）」、「
戦
時
禁
制
人
（contra-

band persons

）」
お
よ
び
「
戦
時
禁
制
書
（contraband despatches

）」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
非
中
立
的
役
務
に
関
す
る

様
々
な
呼
称
に
つ
い
て
は
、
立
・
前
掲
注
（
1
）
六
四
六
─
六
四
九
頁
。

拿
捕
事
由
に
は
当
た
る
が
没
収
事
由
に
は
当
た
ら
な
い
も
の
の
例
と
し
て
、
こ
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
船
舶
書
類
の
投
棄
・
破
毀
・
隠
匿
が

あ
る
。
船
舶
書
類
が
投
棄
、
破
毀
ま
た
は
隠
匿
さ
れ
る
事
実
は
、
当
該
船
舶
お
よ
び
貨
物
に
つ
い
て
没
収
事
由
の
存
在
す
る
嫌
疑
が
重
大
で
あ

る
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
で
、
臨
検
・
捜
索
を
経
ず
直
ち
に
当
該
船
舶
を
拿
捕
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
嫌
疑
が
重
大
で
あ
る

こ
と
を
示
す
に
と
ど
ま
り
、
没
収
事
由
の
存
在
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
船
舶
書
類
の
投
棄
・
破
毀
・
隠
匿
の
事
実
そ
の
も
の
は
没
収

事
由
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、O

ppenheim
, supra note 8, pp. 466-467; 

立
・
前
掲
注
（
1
）
六
九
〇
頁
。

「
領
水
」
や
「
領
海
」
に
対
応
す
る
外
国
語
と
し
て
は
様
々
な
語
が
あ
り
（
英
語
で
は
、territorial w

aters, territorial sea, littoral 
sea, coastal sea, m

arginal sea, m
aritim

e belt

な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、eaux territoriales, m

er territoriale, m
er littorale, 

（
9
）

（
10
）
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m
er côtière, m

er adjacente, m
er juridictionnelle

な
ど
）、
同
じ
言
葉
が
様
々
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、terri-

torial w
aters

やeaux territoriales

は
、
内
水
だ
け
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
内
水
と
領
海
の
両
方
を
含
む
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
ま
た
、territorial sea

やm
er territoriale

は
、
領
海
（
基
線
の
陸
地
側
の
水
域
を
除
く
）
の
み
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

領
海
と
内
水
（
湾
、
内
海
、
港
な
ど
）
の
両
方
を
含
む
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
横
田
喜
三
郎
『
国
際
法
Ⅱ
』
新
版
（
有
斐
閣
、
一

九
七
二
年
）
二
四
、
二
六
頁
。
今
日
で
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
影
響
も
あ
っ
て
、
基
線
よ
り
海
側
の
沿
岸
海
域
を
「
領
海
（territorial 

sea; m
er territoriale

）」
と
、
基
線
よ
り
陸
地
側
の
水
域
を
「
内
水
（internal w

aters; eaux intérieures

）」
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で
あ

る
。
し
か
し
、「
内
水
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
河
川
や
湖
沼
を
こ
れ
に
含
め
る
も
の
（
例
：
藤
田
久
一
『
国
際
法
講
義
Ⅰ
：
国
家
・
国
際
社

会
』
第
二
版
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
二
六
〇
頁
）
と
、
河
川
や
湖
沼
は
領
土
の
一
部
で
あ
っ
て
内
水
に
は
含
ま
れ
な
い
と
す
る

も
の
（
例
：
山
本
草
二
『
国
際
法
』
新
版
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
三
五
二
頁
）
が
あ
り
、
ま
た
、「
領
水
」
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
こ

の
語
を
用
い
な
い
も
の
（
山
本
・
前
掲
三
五
二
頁
）
と
、
領
海
と
内
水
の
両
方
を
含
む
意
味
で
こ
の
語
を
用
い
る
も
の
（
藤
田
・
前
掲
二
六
〇

頁
）
と
が
あ
る
。
海
戦
中
立
条
約
（
“Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de 

guerre m
aritim

e,

” M
inistère des A

ffaires Étrangères, D
euxièm

e conférence international de la paix, La H
aye 15 juin—

18 octobre 1907: A
ctes et docum

ents, tom
e 1 (La H

aye: Im
prim

erie N
ationale, 1907), pp. 680-686;

「
海
戦
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル

中
立
国
ノ
権
利
義
務
ニ
関
ス
ル
条
約
」『
官
報
』
八
五
六
七
号
号
外
（
明
治
四
五
年
一
月
一
三
日
）
六
六
─
七
二
頁
）
で
は
、「
中
立
国
領
水

（les eaux territroiales dʼune Puissance neutre

）」
お
よ
び
「
中
立
領
水
（les eaux neutres

）」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
領
水
」
や
「
内
水
」
と
い
っ
た
語
は
様
々
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
立
国
の
領
海
の
外
側
の
限
界
よ

り
も
陸
地
側
の
海
域
・
水
域
で
臨
検
・
捜
索
や
拿
捕
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
引
用
の
場
合
を
除

き
、
国
家
領
域
た
る
海
域
の
う
ち
、
基
線
よ
り
海
側
の
海
域
を
「
領
海
」、
基
線
よ
り
陸
地
側
の
海
域
を
「
内
水
」
と
呼
び
、
領
海
と
内
水
を

合
わ
せ
て
「
領
水
」
と
呼
ぶ
。

国
際
法
上
、
害
敵
手
段
を
行
使
し
得
る
場
所
の
こ
と
を
「
戦
争
区
域
（region of w

ar; région de la guerre

）」
と
い
う
。
伝
統
的
国

際
法
で
は
、
中
立
国
の
領
土
、
領
水
お
よ
び
領
空
を
除
く
す
べ
て
の
地
域
お
よ
び
そ
の
上
空
が
戦
争
区
域
と
さ
れ
た
。O

ppenheim
, supra 

note 8, p. 80; Rousseau, supra note 1, pp. 64-65; 

立
・
前
掲
注
（
1
）
一
一
二
─
一
一
五
頁; 

田
岡
・
前
掲
注
（
6
）
二
一
六
─
二
一
七

頁
。
臨
検
・
捜
索
や
拿
捕
は
害
敵
手
段
で
あ
り
、
中
立
国
領
水
内
に
お
い
て
こ
れ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
海
戦
中
立
条
約
第

（
11
）
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二
条
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

中
立
国
の
軍
艦
は
、
臨
検
・
捜
索
を
免
除
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
軍
艦
は
戦
時
禁
制
品
輸
送
な
ど
に
従

事
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
こ
と
や
、
軍
艦
は
そ
の
本
国
の
主
権
を
体
現
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。D

upuis, supra note 7, pp. 
303-304; A

. Pearce H
iggins, 

“Le droit de visite et de capture dans la guerre m
aritim

e,

” R
ecuiel des cours, tom

e 11 
(1926), p. 104.

“Déclaration réglant divers points de droit m
aritim

e, signée par les Plénipotentiaires dʼA
utriche, de France, de la 

Grande-Bretagne, de Prusse, de Russe, de Sardaigne et de la Porte O
ttom

ane, à Paris, le 16 avril 1856,

”Nouveau recueil 
général de traités, conventions et autres transactions rem

arquables, éd. Charles Sam
w

er, tom
e 15 (Gottingue: Librairie de 

D
ieterich, 1857), pp. 791-792;

「
海
上
法
ノ
要
義
ヲ
確
定
ス
ル
為
メ
西
暦
千
八
百
五
十
六
年
四
月
十
六
日
巴
里
公
会
ニ
於
テ
決
定
セ
シ
宣

言
」『
官
報
』
一
一
一
六
号
（
明
治
二
〇
年
三
月
二
四
日
）
二
二
九
─
二
三
〇
頁
。

一
九
〇
七
年
の
第
二
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
採
択
さ
れ
た
一
三
の
条
約
（Conventions

）、
一
の
宣
言
（D

éclaration

）
お
よ
び
一
の

最
終
決
議
書
（A

cte final

）
の
う
ち
、
海
上
捕
獲
に
関
係
の
あ
る
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

⃝

第
六
条
約
：
“Convention relative au régim

e des navires de com
m

erce ennem
is au début des hostilités,

” M
inistère des 

A
ffaires Étrangères, supra note 10, pp. 644-646;

「
開
戦
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
敵
ノ
商
船
取
扱
ニ
関
ス
ル
条
約
」『
官
報
』
八
五
六
七
号
号

外
（
明
治
四
五
年
一
月
一
三
日
）
三
五
─
四
〇
頁
。

⃝

第
一
〇
条
約
：
“Convention pour lʼadaptation à la guerre m

aritim
e des principes de la Convention de Genève,

” M
inistère 

des A
ffaires Étrangères, supra note 10, pp. 658-663;

「『
ジ
ェ
ネ
ヴ
ァ
』
条
約
ノ
原
則
ヲ
海
戦
ニ
応
用
ス
ル
条
約
」『
官
報
』
八
五

六
七
号
号
外
（
明
治
四
五
年
一
月
一
三
日
）
五
五
─
六
一
頁
。

⃝

第
一
一
条
約
：
“Convention relative à certaines restrictions à lʼexercice du droit de capture dans la guerre m

aritim
e,

” 
M

inistère des A
ffaires Étrangères, supra note 10, pp. 664-667;

「
海
戦
ニ
於
ケ
ル
捕
獲
権
行
使
ノ
制
限
ニ
関
ス
ル
条
約
」『
官

報
』
八
五
六
七
号
号
外
（
明
治
四
五
年
一
月
一
三
日
）
六
一
─
六
六
頁
。

⃝

第
一
二
条
約
：
“Convention relative à lʼestablissem

ent dʼune Cour internationale des prises,

” M
inistère des A

ffaires 
Étrangères, supra note 10, pp. 669-678

（「
国
際
捕
獲
審
検
所
の
設
立
に
関
す
る
条
約
」）。

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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な
お
、
第
一
二
条
約
は
、
署
名
国
三
三
、
批
准
国
〇
、
加
入
国
一
（
一
九
〇
九
年
一
二
月
一
六
日
に
ニ
カ
ラ
グ
ア
が
加
入
）
で
あ
り
、
未
発

効
の
ま
ま
で
あ
る
。

“Déclaration relative au droit de la guerre m
aritim

e,

” Proceedings of the International N
aval Conference, H

eld in 
London, D

ecem
ber 1908-February 1909, Cd. 5418, M

iscellaneous N
o. 5 (1909), pp. 381-393. 

海
上
捕
獲
法
に
関
す
る
国
家
実
行

は
分
裂
が
著
し
く
、
古
く
か
ら
、
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
英
国
主
義
と
呼
ば
れ
る
立
場
（
英
国
の
ほ
か
、
米
国
や
日
本
な
ど
が
概
ね
採
用
し
た

立
場
）
と
フ
ラ
ン
ス
主
義
（
フ
ラ
ン
ス
の
ほ
か
、
ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
が
概
ね
採
用
し
た
立
場
）
と
が
対
立
し
て
き
た
。
海
上

捕
獲
に
関
す
る
一
般
条
約
と
し
て
は
、
一
八
五
六
年
の
パ
リ
宣
言
（
本
稿
注
（
13
））
が
あ
る
が
、
こ
の
宣
言
は
、
①
私
掠
の
廃
止
、
②
中
立

船
上
の
敵
貨
の
非
没
収
、
③
敵
船
上
の
中
立
貨
の
非
没
収
、
④
封
鎖
の
実
効
性
、
と
い
う
四
つ
の
原
則
を
定
め
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
以
外

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
家
実
行
の
分
裂
し
た
状
態
が
そ
の
後
も
続
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
海
上
捕
獲
法
の
統
一
を
図
る
た
め
に

主
要
海
軍
国
一
〇
カ
国
（
ド
イ
ツ
、
米
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
英
国
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
、
オ
ラ
ン

ダ
、
ロ
シ
ア
）
を
集
め
て
開
催
さ
れ
た
の
が
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
（
一
九
〇
八
年
一
二
月
〜
翌
年
二
月
）
で
あ
り
、
同
会
議
に
お
い
て
ロ
ン
ド

ン
宣
言
が
採
択
・
署
名
さ
れ
た
が
、
会
議
の
主
催
国
で
あ
る
英
国
を
含
め
い
ず
れ
の
国
も
こ
れ
を
批
准
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
結
局
発
効
し
な

か
っ
た
。

国
家
間
の
条
約
で
は
な
く
、
民
間
団
体
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
海
上
捕
獲
そ
の
他
の
海
戦
法
規
に
つ
い
て
論
ず
る
際
に
し
ば
し
ば

参
照
さ
れ
る
文
書
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
サ
ン
レ
モ
に
あ
る
人
道
法
国
際
研
究
所
（International Institute of H

um
anitarian Law

）
が

一
九
九
四
年
に
作
成
し
た
「
海
上
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
に
関
す
る
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
以
下
「
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
と
い
う
）
が
あ
る
。
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
一
見
す
る
と
、
海
戦
法
規
全
体
を
包
括
的
に
取
り
扱
う
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

主
に
海
軍
の
現
場
指
揮
官
が
参
照
す
る
こ
と
を
念
頭
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
捕
獲
審
検
所
に
お
い
て
問
題
と
な
る
論
点
に
つ
い
て
は
、
判

断
を
回
避
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
戦
時
禁
制
品
を
輸
送
す
る
中
立
船
に
つ
い
て
、「
禁
制
品
の
輸
送
に
従
事
す
る
中
立
商
船
ま
た

は
そ
れ
に
従
事
し
て
い
る
と
合
理
的
に
疑
わ
れ
る
中
立
商
船
は
、
拿
捕
の
対
象
と
な
り
、
一
定
の
条
件
の
下
で
没
収
し
得
る
。
中
立
商
船
が
没

収
さ
れ
る
条
件
は
、
様
々
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
没
収
は
適
切
に
構
成
さ
れ
た
捕
獲
審
検
所
の
決
定
に
依
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
船
長

ま
た
は
船
主
が
貨
物
が
禁
制
品
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
や
、
禁
制
品
が
『
価
格
、
重
量
、
容
積
ま
た
は
運
賃
で
計
算
し
て
貨
物

の
半
分
以
上
で
あ
る
』（
一
九
〇
九
年
ロ
ン
ド
ン
宣
言
第
四
〇
条
）
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
重
要
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
15
）

（
16
）
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要
す
る
に
、
現
場
指
揮
官
に
と
っ
て
は
、
禁
制
品
輸
送
が
中
立
船
の
拿
捕
事
由
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
没
収
の
事
由
に

な
り
得
る
か
ど
う
か
は
捕
獲
審
検
所
の
み
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
判
断
を
回
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
。Inter-

national Institute of H
um

anitarian Law
, San R

em
o M

anual on International Law
 A

pplicable to A
rm

ed Conflicts at Sea: 
Prepared by International Law

yers and N
aval E

xperts Convened by the H
IIH

L
 (Cam

bridge: Cam
bridge U

niversity 
Press, 1995), p. 213 (para. 146.3).

戦
後
の
我
が
国
に
お
け
る
海
上
捕
獲
法
研
究
の
業
績
と
し
て
は
、
例
え
ば
次
の
も
の
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
議
論
の
焦
点
は

交
戦
国
船
舶
の
捕
獲
で
は
な
く
、
第
三
国
（
中
立
国
）
の
船
舶
お
よ
び
そ
の
貨
物
の
捕
獲
が
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
真
山
全
「
第
二
次
大

戦
後
の
武
力
紛
争
に
お
け
る
第
三
国
船
舶
の
捕
獲
（
一
）（
二
・
完
）」『
法
学
論
叢
』
第
一
一
八
巻
一
号
（
一
九
八
五
年
）
六
八
─
九
六
頁
、

第
一
一
九
巻
三
号
（
一
九
八
六
年
）
七
五
─
九
四
頁; 

真
山
全
「
海
上
経
済
戦
に
お
け
る
中
立
法
規
の
適
用
に
つ
い
て
」『
世
界
法
年
報
』
第

八
号
（
一
九
八
八
年
）
一
七
─
三
一
頁; 

新
井
京
「
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
に
お
け
る
海
上
経
済
戦
：
そ
の
国
際
法
上
の
意
味
」『
京
都
学
園

法
学
』
第
二
・
三
号
（
一
九
九
九
年
）
三
八
七
─
四
三
一
頁; 

新
井
京
「
国
連
憲
章
下
に
お
け
る
海
上
経
済
戦
」『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界

と
法
の
課
題
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
一
二
七
─
一
五
九
頁
。

Stephen C. N
eff, 

“The Prerogatives of V
iolence: In Search of the Conceptual Foundations of Belligerentsʼ Rights,

” 
G

erm
an Y

earbook of International Law
, V

ol. 38 (1995), p. 42.

た
だ
し
、
戦
時
禁
制
品
捕
獲
と
封
鎖
の
法
的
性
質
、
制
度
趣
旨
な
い
し
正
当
化
根
拠
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
り
、
本
文

に
書
い
た
の
は
あ
く
ま
で
も
そ
う
し
た
考
え
方
の
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

慣
習
国
際
法
お
よ
び
条
約
国
際
法
上
、
次
の
場
合
に
は
、
敵
船
ま
た
は
敵
貨
で
あ
っ
て
も
拿
捕
お
よ
び
没
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
（
臨

検
・
捜
索
の
対
象
に
は
な
る
）。
す
な
わ
ち
、
①
カ
ー
テ
ル
船
（
軍
使
の
座
乗
す
る
船
舶
お
よ
び
捕
虜
交
換
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
船
舶
）、
②

一
九
〇
七
年
ハ
ー
グ
第
六
条
約
（
本
稿
注
（
14
）
参
照
）
が
適
用
さ
れ
る
船
舶
（
戦
争
開
始
の
際
に
交
戦
国
の
港
内
に
あ
る
敵
船
等
）、
③
一

九
〇
七
年
ハ
ー
グ
第
一
〇
条
約
（
本
稿
注
（
14
）
参
照
）
が
適
用
さ
れ
る
病
院
船
、
④
一
九
〇
七
年
ハ
ー
グ
第
一
一
条
約
（
本
稿
注
（
14
）
参

照
）
が
適
用
さ
れ
る
船
舶
お
よ
び
貨
物
、
す
な
わ
ち
、（
ⅰ
）「
郵
便
信
書
」（
第
一
条
）、（
ⅱ
）「
専
ラ
沿
海
漁
業
又
ハ
地
方
的
小
航
海
ニ
用
井

ラ
ル
ル
船
」（
第
三
条
）、（
ⅲ
）「
宗
教
、
学
術
又
ハ
博
愛
ノ
任
務
ヲ
帯
フ
ル
船
舶
」（
第
四
条
）
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
①
お
よ
び
④
（
ⅲ
）

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
船
舶
の
捕
獲
免
除
は
、
慣
習
国
際
法
上
の
規
則
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
④
（
ⅲ
）
の
拿
捕
・
没
収
免
除
は
、

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）
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慣
習
国
際
法
上
は
当
該
船
舶
が
敵
国
か
ら
通
航
券
（pass

）
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
の
に
対
し
、
条
約
国
際
法
上
は
そ
れ
を
条
件

と
し
な
い
）。
こ
れ
に
対
し
、
②
、
③
、
④
（
ⅰ
）
お
よ
び
④
（
ⅱ
）
は
、
条
約
上
の
捕
獲
権
制
限
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
以
上
に
つ
い
て

は
、
田
岡
・
前
掲
注
（
6
）
三
一
六
─
三
一
八
頁
。

一
九
〇
七
年
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
（
“Convention concernant les lois et coutum

es de la guerre sure terre: A
nnexe à la con-

vention: Règlem
ent concernant les lois et coutum

es de la guerre sur terre,

” M
inistère des A

ffaires Étrangères, supra 
note 10, pp. 629-637; 

一
九
〇
七
年
ハ
ー
グ
第
四
条
約
附
属
書
「
陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
規
則
」『
官
報
』
八
五
六
七
号
号
外
（
明
治
四

五
年
一
月
一
三
日
）
二
六
─
二
九
頁
）
第
四
六
条
、
第
四
九
条
、
第
五
二
条
、
第
五
三
条
二
項
な
ど
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
（
三
1
）、

陸
上
私
有
財
産
非
没
収
の
原
則
が
確
立
し
た
の
は
一
九
世
紀
初
頭
頃
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
八
世
紀
以
前
に
は
、
敵
人
の
財
産
は
、
陸
上
に
あ

る
場
合
も
海
上
に
あ
る
場
合
も
同
様
に
捕
獲
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

ド
イ
ツ
で
は
、das Prisenrecht

（
海
上
捕
獲
法
）
をdas m

aterialle Prisenrecht

（
捕
獲
実
体
法
）
とdas form

alle Prisenre-
cht

（
捕
獲
手
続
法
）
と
に
分
け
、das m

aterialle Prisenrecht

が
さ
ら
に
、das Seebeuterecht

（
敵
船
・
敵
貨
捕
獲
）、das K

onter-
banderecht

（
戦
時
禁
制
品
）、das Blockaderecht

（
封
鎖
）
な
ど
の
諸
制
度
に
分
け
ら
れ
る
。Georg Schram

m
, D

as Prisenrecht in 
seiner neuesten G

estalt (Berlin: E. Siegfried, 1913), S. 28-30.

海
上
捕
獲
法
に
お
け
る
敵
性
（enem

y character; caractère ennem
i; feindliche Eigenschaft

）
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
注

（
26
）
に
掲
げ
る
ブ
ラ
ウ
ン
（Sidney H

. Brow
n

）
の
著
書
の
ほ
か
、Schram

m
, oben A

nm
., S. 120-128; Colom

bos, supra note 3, 
pp. 67-120; Julius Stone, Legal Controls of International Conflict: A

 T
reatise on the D

ynam
ics of D

isputes- and W
ar-Law

 
(London: Stevens &

 Sons Lim
ited, 1959), pp. 460-477; 

田
岡
・
前
掲
注
（
6
）
二
九
九
─
三
一
八
頁
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
敵
性
の
決

定
基
準
が
問
題
に
な
る
の
は
海
上
捕
獲
法
に
限
ら
れ
ず
、
例
え
ば
対
敵
取
引
（trading w

ith the enem
y

）
の
禁
止
─
─
交
戦
国
が
、
自
国

民
お
よ
び
自
国
に
在
留
す
る
外
国
人
に
対
し
、
敵
人
と
の
取
引
を
禁
止
す
る
こ
と
─
─
の
場
合
に
も
敵
性
（
自
国
民
お
よ
び
在
留
外
国
人
に
対

し
取
引
を
禁
ず
べ
き
相
手
方
た
る
「
敵
人
」
の
範
囲
）
は
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
敵
性
の
決
定
基
準
は
、
そ
れ
が
問
題
と
な
る
分
野
ご
と
に

異
な
り
得
る
の
で
あ
り
、
海
上
捕
獲
法
に
お
け
る
敵
性
の
決
定
基
準
と
、
例
え
ば
対
敵
取
引
の
禁
止
に
お
け
る
敵
性
の
決
定
基
準
は
、
同
一
で

あ
る
必
然
性
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Robert W

. T
ucker, T

he Law
 of W

ar and N
eutrality at Sea (W

ashington: U
nited 

States Governm
ent Printing O

ffice, 1957), pp. 84-85.

（
21
）

（
22
）

（
23
）
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こ
の
場
合
の
所
有
者
と
は
、
拿
捕
の
時
点
で
当
該
貨
物
に
所
有
権
を
有
し
て
い
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
拿
捕
の
時
点
で
の
所
有
権
の
所
在

が
問
題
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
決
定
す
る
準
拠
法
は
ど
の
国
の
法
で
あ
る
か
（
あ
る
い
は
国
際
法
な
の
か
）
と
か
、
敵
人
が
所
有
権
を
有
す
る

物
に
対
し
て
中
立
人
が
担
保
物
権
を
有
す
る
場
合
に
ど
う
な
る
の
か
と
か
、
所
有
権
移
転
の
時
期
（
船
積
み
の
時
点
で
所
有
権
が
移
転
す
る
の

か
、
貨
物
が
仕
向
地
に
到
着
し
た
と
き
に
所
有
権
が
移
転
す
る
の
か
）
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た

も
の
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
。
管
見
の
範
囲
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
も
っ
と
も
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
は
、Stone, supra note 

23, pp. 468-477

で
あ
る
。

英
国
主
義
に
お
け
る
「
住
所
（dom

icile

）」
は
、
通
常
の
住
所
（「
人
が
固
定
的
な
生
活
の
本
拠
を
も
ち
、
そ
こ
を
離
れ
て
も
帰
来
す
る

意
思
を
も
っ
て
い
る
場
所
」（
田
中
英
夫
編
集
代
表
『
英
米
法
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
二
七
二
頁
）
と
異
な
り
、
海
上
捕

獲
法
上
特
別
の
意
味
を
有
す
る
概
念
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
中
立
国
に
生
活
の
本
拠
を
も
つ
場
合
で
あ
っ
て
も
、
敵
国
に
お
い
て
商
館
、
工

場
、
鉱
山
な
ど
を
経
営
す
る
場
合
に
は
、
敵
国
に
住
所
（「
産
業
上
の
住
所
（com

m
ercial dom

icile; trade dom
icile in w

ar

）」）
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
、
敵
人
と
し
て
扱
わ
れ
た
（
英
国
主
義
は
、
こ
れ
と
逆
の
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
、
敵
国
に
生
活
の
本
拠
を
も
つ
者
が
中
立
国
に

産
業
上
の
住
所
を
有
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
者
の
敵
性
を
肯
定
し
た
）。
田
岡
・
前
掲
注
（
6
）
三
〇
八
─
三
一
〇
頁
。

Sidney H
. Brow

n, D
er neutrale Charakter von Schiff und Ladung im

 Prisenrecht  (Zürich: A
rt. Institut O

rell Füssli, 
1926), S. 79-82.

Ebd. S. 30-35.

船
舶
の
所
有
者
が
、
戦
争
開
始
前
ま
た
は
戦
争
中
に
、
船
舶
の
国
籍
を
交
戦
国
か
ら
中
立
国
に
移
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
。
こ
う

し
た
船
舶
の
国
籍
移
転
（transfert de pavillon

）
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
戦
争
開
始
の
直
前
ま
た
は
戦
争
開
始
後
に
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
も
、
移
転
が
善
意
（bona fide

）
か
つ
完
全
に
（absolutely

）
行
わ
れ
た
場
合
に
は
有
効
な
も
の
と
認
め
る
英
国
主
義
と
、
戦
争
開

始
後
の
国
籍
移
転
は
原
則
と
し
て
こ
れ
を
無
効
と
し
、
所
有
者
の
側
か
ら
善
意
（
国
籍
移
転
が
捕
獲
を
免
れ
る
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
も
の

で
な
い
こ
と
）
を
立
証
し
な
い
限
り
敵
船
と
し
て
扱
う
（
戦
争
開
始
前
の
国
籍
移
転
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
そ
れ
を
有
効
と
認
め
る
が
、

国
籍
移
転
を
証
明
す
る
書
類
を
船
内
に
備
え
て
い
な
い
場
合
に
は
敵
船
と
し
て
扱
う
）
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
が
対
立
し
て
い
た
。
ロ
ン
ド
ン
宣
言

第
五
七
条
一
項
の
前
半
部
分
に
あ
る
「
国
旗
の
移
転
に
関
す
る
規
定
」
と
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
定
め
た
同
宣
言
第
五
五
条
お
よ
び
第
五
六

条
の
こ
と
で
あ
り
、
英
国
主
義
と
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
を
折
衷
す
る
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
田
岡
・
前
掲
注
（
6
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）
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三
〇
一
頁; 

信
夫
淳
平
『
戦
時
国
際
法
講
義
』
第
一
巻
（
丸
善
、
一
九
四
一
年
）
八
七
〇
─
九
一
三
頁; Colom

bos, supra note 3, pp. 105-115.

ロ
ン
ド
ン
宣
言
第
五
七
条
二
項
は
、「
中
立
船
が
平
時
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
（réservé

）
航
海
に
従
事
す
る
場
合
は
、
本
条
の
対

象
外
で
あ
り
、
本
条
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
」
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
一
七
五
六
年
規
則
（the rule of 1756

）」

が
第
五
七
条
一
項
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
七
五
六
年
規
則
と
は
、
一
七
五
六
年
に
英
仏
間
で
開
戦
し
た

七
年
戦
争
に
お
い
て
、
英
国
の
海
軍
力
に
圧
倒
さ
れ
て
自
国
船
舶
の
み
に
よ
っ
て
は
自
国
と
植
民
地
と
の
間
の
貿
易
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
た

フ
ラ
ン
ス
が
、
オ
ラ
ン
ダ
船
に
特
許
を
与
え
、
平
時
に
お
い
て
は
自
国
船
に
の
み
許
し
て
い
た
貿
易
（
植
民
地
貿
易
や
カ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
）
に
従

事
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
、
英
国
が
こ
の
種
の
オ
ラ
ン
ダ
船
を
敵
船
と
見
な
し
て
捕
獲
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
七
年
戦
争
以
降
も
英
国
に
よ
り

維
持
さ
れ
た
こ
の
実
行
は
、「
一
七
五
六
年
規
則
」
と
呼
ば
れ
る
。
一
七
五
六
年
規
則
に
つ
い
て
は
、
日
露
戦
争
中
に
我
が
国
が
こ
の
規
則
を

適
用
し
て
米
国
船
モ
ン
タ
ラ
号
（M

ontara

）
を
捕
獲
し
た
例
が
あ
る
が
、
植
民
地
貿
易
独
占
制
が
一
般
に
と
ら
れ
な
く
な
っ
た
一
九
世
紀
以

降
、
こ
の
規
則
の
適
用
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
、
一
七
五
六
年
規
則
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
も
国
家
実
行
上
も
そ
の
合
法
性

に
つ
い
て
争
い
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
も
こ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
規
定
を
置
く
こ
と
を
避
け
、
第
五
七
条
二
項
の
よ
う
な
規
定

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
田
岡
・
前
掲
注
（
6
）
三
〇
二
─
三
〇
三
頁; 

信
夫
・
前
掲
注
（
3
）
六
四
四
─
六
四
六
頁
。

例
え
ば
、
一
九
九
四
年
の
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
一
七
に
付
け
た
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
お
い
て
、「
所
有
に
関
し
て
、

所
有
者
の
敵
性
を
国
籍
原
則
に
よ
り
決
定
す
る
か
、
住
所
原
則
に
よ
り
決
定
す
る
か
は
、
未
解
決
の
問
題
で
あ
る
。
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
も
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、
や
は
り
こ
の
問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。International 

Institute of H
um

anitarian Law
, supra note 16, p. 193 (para. 117.1).

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、J. H

. W
. V

erzijl, International Law
 in H

istorical Perspective, Part 9-C, T
he Law

 of M
aritim

e 
Prize (D

ordrecht: M
artinus N

ijhoff Publishers, 1971), pp. 206-219. 

そ
も
そ
も
、
人
や
船
舶
の
「
国
籍
」
と
い
う
観
念
が
成
立
し
た

の
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
く
、
船
舶
に
つ
い
て
は
一
九
世
紀
初
頭
頃
（
水
上
千
之
『
船
舶
の
国
籍
と
便
宜
置
籍
船
』（
有
信
堂
高
文
社
、

一
九
九
四
年
）
二
二
─
二
三
頁
）、
人
に
つ
い
て
は
一
八
世
紀
末
な
い
し
一
九
世
紀
初
め
頃
と
言
わ
れ
る
（
平
賀
健
太
『
国
籍
法
』
上
巻
（
帝

国
判
例
法
規
出
版
社
、
一
九
五
〇
年
）
一
頁
）。

こ
の
問
題
に
関
す
る
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
板
倉
卓
造
『
近
世
国
際
法
史
論
』（
巌
松
堂
書
店
、
一
九
二
四
年
）
二
八
七
─
三
四
九

頁; 

田
岡
・
前
掲
注
（
6
）
二
八
六
─
二
九
一
頁
を
参
照
。

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）
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“Droit m
aritim

e connu sous le nom
 de Consulat de la M

er,

” Collection de lois m
aritim

es antérieures au X
V

III e siè-
cle, éd. J. M

. Pardessus, tom
e 2 (Paris: Im

prim
erie Royale, 1831), pp. 303-307. 

コ
ン
ソ
ラ
ー
ト
・
デ
ル
・
マ
ー
レ
に
つ
い
て
は
、

松
隈
清
「
コ
ン
ソ
ラ
ー
ト
・
デ
ル
・
マ
ー
レ
」
国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典
』
第
二
版
（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
四
〇
一
頁
を
参
照
。

パ
リ
宣
言
に
つ
い
て
は
、
本
稿
注
（
13
）
参
照
。
パ
リ
宣
言
は
、（
ⅰ
）
私
掠
の
廃
止
（「
私
船
ヲ
拿
捕
ノ
用
ニ
供
ス
ル
ハ
自
今
之
ヲ
廃
止

ス
ル
事
」）、（
ⅱ
）
中
立
船
上
の
敵
貨
の
捕
獲
免
除
、
す
な
わ
ち
中
立
船
上
の
貨
物
に
つ
い
て
の
自
由
船
・
自
由
貨
主
義
の
採
用
（「
局
外
中
立

国
ノ
旗
章
ヲ
掲
ク
ル
船
舶
ニ
搭
載
セ
ル
敵
国
ノ
貨
物
ハ
戦
時
禁
制
品
ヲ
除
ク
ノ
外
之
ヲ
拿
獲
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
」）、（
ⅲ
）
敵
船
上
の
中
立
貨

の
捕
獲
免
除
、
す
な
わ
ち
敵
船
上
の
貨
物
に
つ
い
て
の
コ
ン
ソ
ラ
ー
ト
・
デ
ル
・
マ
ー
レ
主
義
の
採
用
（「
敵
国
ノ
旗
章
ヲ
掲
ク
ル
船
舶
ニ
搭

載
セ
ル
局
外
中
立
国
ノ
貨
物
ハ
戦
時
禁
制
品
ヲ
除
ク
ノ
外
之
ヲ
拿
獲
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
」）、
お
よ
び
（
ⅳ
）
実
効
的
封
鎖
の
原
則
（「
港
口
ノ

封
鎖
ヲ
有
効
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
ハ
実
力
ヲ
用
ヰ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
即
チ
敵
国
ノ
海
岸
ニ
接
到
ス
ル
ヲ
実
際
防
止
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
充
分
ノ
兵
備
ヲ
要

ス
ル
事
」）
と
い
う
四
つ
の
規
則
の
み
を
定
め
た
ご
く
簡
潔
な
条
約
で
あ
る
。

条
約
文
に
は
、
批
准
書
や
加
入
書
の
寄
託
者
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
パ
リ
宣
言
に
は
寄
託
者
に
関
す
る
規
定

が
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ロ
バ
ー
ツ
（A

dam
 Roberts

）
お
よ
び
ゲ
ル
フ
（Richard Guelff

）
は
、「
英
国
の
外
務
省
は
、
英

国
が
寄
託
者
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
外
務
省
は
、
同
省
が
何
通
か
の
加
入
書
を
受
領
し
た
と
述
べ
て
い
る
」
と

述
べ
、
英
国
外
務
省
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
に
照
会
し
て
確
認
し
た
結
果
と
し
て
、
パ
リ
宣
言
の
当
事
国
数
を
「
五
一
カ
国
」
と
し
て
い
る
。

ロ
バ
ー
ツ
お
よ
び
ゲ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
五
一
カ
国
以
外
で
、
ニ
ュ
ー
グ
レ
ナ
ダ
お
よ
び
ウ
ル
グ
ア
イ
が
パ
リ
宣
言
全
体
に
拘
束
さ
れ
る

旨
の
同
意
を
表
明
し
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
が
パ
リ
宣
言
第
二
、
第
三
お
よ
び
第
四
規
則
に
拘
束
さ
れ
る
旨
の
同
意
を
表
明
し
て
い
る
が
、
正
式
の
加

入
書
が
寄
託
さ
れ
た
事
実
は
確
認
で
き
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
が
一
九
九
七
年
に
提
示
し
た
リ
ス
ト
に
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
が

当
事
国
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ロ
バ
ー
ツ
お
よ
び
ゲ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
が
パ
リ
宣
言
に
拘
束
さ
れ
る
意
思

を
表
明
し
た
か
否
か
は
定
か
で
な
く
、
い
ず
れ
に
し
て
も
正
式
の
加
入
書
が
寄
託
さ
れ
た
事
実
は
確
認
で
き
な
い
と
い
う
。A

dam
 Roberts 

and Richard Guelff, eds., D
ocum

ents on the Law
s of W

ar, 3rd ed. (O
xford: O

xford U
niversity Press, 1999), pp. 48, 50-51. 

な
お
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
は
、
ロ
バ
ー
ツ
お
よ
び
ゲ
ル
フ
が
パ
リ
宣
言
の
当
事
国
と
し
て
挙
げ
る
五
一
カ
国
に
加
え
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ニ

ュ
ー
グ
レ
ナ
ダ
、
ウ
ル
グ
ア
イ
お
よ
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
（
ロ
バ
ー
ツ
お
よ
び
ゲ
ル
フ
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
つ
い
て
、
一
八
五
六
年
当
時
一
つ
の
国

を
構
成
し
て
い
た
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー
」
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
）
の
四
カ
国
を
加
え
た
五
五
カ
国
を
パ
リ
宣
言
の
当
事
国

（
33
）

（
34
）

（
35
）
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と
し
て
挙
げ
て
い
る
。http://w

w
w

.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_view
States=X

Pages_N
O

RM
StatesParties&

xp_
treatySelected=105 (accessed 26 M

ay 2014).

米
国
は
、
私
掠
の
廃
止
に
関
す
る
第
一
規
則
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
「
国
際
法
の
確
立
し
た
規
則
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
な

か
っ
た
が
、
中
立
船
上
の
敵
貨
の
扱
い
に
関
す
る
第
二
規
則
お
よ
び
敵
船
上
の
中
立
貨
の
扱
い
に
関
す
る
第
三
規
則
、
な
ら
び
に
実
効
的
封
鎖

に
関
す
る
第
四
規
則
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
「
国
際
法
の
確
立
し
た
規
則
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。J. B. M

oore, A
 

D
igest of International Law

, V
ol. 7 (W

ashington: Governm
ent Printing O

ffice, 1906), pp. 452-453.
Stephen C. N

eff, W
ar and the Law

 of N
ations: A

 G
eneral H

istory (Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 2005), p. 57.

Randall Lesaffer, 

“A Schoolm
aster A

bolishing H
om

ew
ork?: V

attel on Peacem
aking and Peace T

reaties,

” in V
attelʼs 

International Law
 in a X

X
I st Century Perspective, ed. V

incent Chetail and Peter H
aggenm

acher (Leiden: M
artinus N

i-
jhoff Publishers, 2011), p. 354.

正
戦
論
に
つ
い
て
は
、
和
仁
健
太
郎
『
伝
統
的
中
立
制
度
の
法
的
性
格
：
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
権
利
と
そ
の
条
件
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
三
九
頁
お
よ
び
そ
こ
に
挙
げ
た
文
献
を
参
照
。

Francisco Suárez, Selections from
 T

hree W
orks of Francisco Suárez, S.J.: D

e legibus, ac deo legislatore, 1612, D
e-

fensio fidei catholicae, et apostolicae adversus anglicanae sectae errores, 1613, D
e triplici virtute theologica, fide, spe, et 

charitate, 1621, T
he Classics of International Law

, V
ol. 1, T

he Photographic Reproduction of the Selections from
 the O

riginal 
Editions (O

xford: Clarendon Press, 1944), p. 804 (D
isp. X

III, D
e bello, sec. 4, n. 1). 

本
書
の
邦
訳
と
し
て
、
伊
藤
不
二
男
『
ス
ア

レ
ス
の
国
際
法
理
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）
一
〇
三
─
二
五
一
頁
を
参
照
し
た
が
、
本
稿
の
訳
は
そ
れ
と
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。

H
ugo Grotius, D

e jure belli ac pacis libri tres, T
he Classics of International Law

, V
ol. 1, A

 Photographic Reproduc-
tion of the Edition of 1646, w

ith a Portrait of Grotius (O
xford: Clarendon Press, 1925), p. 101 (Lib. II, Cap. I, i).

Christian W
olff, Jus gentium

 m
ethodo scientifica pertractatum

, T
he Classics of International Law

, V
ol. 1, T

he Photo-
graphic Reproduction of the Edition of 1764 w

ith an Introduction by D
r. O

tfried N
ippold, a List of Errata, and a Portrait 

of W
olff (O

xford: Clarendon Press, 1934), p. 221 (

§ 617).
E. de V

attel, Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des nations et 

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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）

（
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）

（
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）

（
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souverains, V
ol. 2, Photographic Reproduction of the Book III and IV

 of the First Edition (1758) (W
ashington, D

.C.: T
he 

Carnegie Institution of W
ashington, 1916), p. 21 (Liv. III, Chap. III, 

§ 26).

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
沼
保
昭
「
戦
争
」
大
沼
保
昭
編
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
補
正
版
（
東
信
堂
、
一
九
九
五
年
）
一
一
八
頁; 

太
田

義
器
『
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
国
際
政
治
思
想
：
主
権
国
家
秩
序
の
形
成
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
一
三
三
─
一
六
三
頁
。

“jurisdictio

”
や
“potestas jurisdictionis

”
を
ど
の
よ
う
に
訳
す
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
太
田
義
器
は
、

「iurisdictio

はdom
inium

同
様
に
、
難
解
な
述
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
司
法
権
の
み
を
意
味
し
て
用
い
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
あ

え
て
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
〈
政
治
社
会
の
な
か
で
正
当
性
を
帯
び
て
行
使
さ
れ
る
強
制
力
〉
を
意
味
し
て
い
た
」
と
述
べ
、
“juris-

dictio

”
を
「
裁
治
権
」
と
訳
す
。
太
田
・
前
掲
注
（
45
）
一
三
八
、
一
六
〇
頁
。
伊
藤
不
二
男
は
、
こ
れ
を
「
裁
判
管
轄
権
」
と
訳
し
て
い

る
。
伊
藤
・
前
掲
注
（
40
）
一
六
〇
、
一
七
七
頁
。

Suárez, supra note 40, pp. 799, 804 (D
isp. X

III, D
e bello, sec.2, n. 1, sec. 4, n. 1).

Grotius, supra note 41, p. 101 (Lib. II, Cap. I, ii).

そ
う
だ
と
す
る
と
、
あ
る
国
が
、
本
来
平
等
で
あ
る
は
ず
の
他
国
に
対
し
てiurisdictio

を
行
使
で
き
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題
が

生
ず
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ス
ア
レ
ス
の
正
戦
論
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
を
行
っ
た
伊
藤
不
二
男
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
次
の
引
用

文
に
お
け
る
「
裁
判
管
轄
権
」
は
、
“iurisdictio
”
お
よ
び
“potestas jurisdictionis

”
の
訳
で
あ
る
）。「
刑
罰
は
本
来
、
上
位
の
権
威
が
自

己
の
裁
判
管
轄
権
に
服
従
す
る
者
に
対
し
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
戦
争
は
か
か
る
服
従
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
本
来
は
自
己
の
裁
判
管
轄
権
に
服
従
す
る
も
の
で
な
い
者
に
対
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
戦
争
を
宣
言
し
実
行
す
る
国
家
と

平
等
な
る
他
の
主
権
的
国
家
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
刑
罰
権
の
行
使
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
戦
争
た
る
刑
罰
権
の
行
使
の

対
象
と
な
る
国
家
が
、
戦
争
を
宣
言
し
実
行
す
る
国
家
の
裁
判
管
轄
権
に
服
従
す
る
事
由
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
、
重
大

な
不
正
で
あ
る
。
そ
の
不
正
の
た
め
にratione delicti

、
そ
れ
を
行
つ
た
国
家
は
相
手
の
国
家
の
服
従
者
と
な
り
、
そ
の
国
家
の
裁
判
管
轄

権
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
（sec. 4, n. 1.

）。
こ
の
よ
う
に
、
ス
ア
レ
ス
は
説
明
す
る
。」
伊
藤
・
前
掲
注
（
40
）
七
四
頁
。
こ
う
し
た
理
論
構

成
を
と
る
と
、「
同
一
の
事
件
に
お
い
て
、
同
一
の
人
が
当
事
者
で
あ
る
と
同
時
に
裁
判
官
で
あ
る
こ
と
に
な
る
」
が
、
な
ぜ
そ
れ
が
可
能
な

の
か
と
い
う
問
題
が
さ
ら
に
生
ず
る
。
同
上
、
七
五
頁
。
ス
ア
レ
ス
は
こ
の
問
題
を
ど
う
解
決
し
た
か
。
伊
藤
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
そ
こ
で
ス
ア
レ
ス
は
、
こ
の
反
対
に
対
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
る
。
ま
ず
、
上
述
の
場
合
に
は
、
同
一
の
人
が
当
事
者
で
あ
る
と
同
時
に

（
44
）

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）
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裁
判
官
と
な
る
こ
と
を
卒
直
に
認
め
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
こ
と
は
『
神
』
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
公
の
権
威
は
そ
の
神
と

類
似
し
た
も
の
で
あ
る
（sec. 4, n. 7.

）。」「
そ
し
て
、
刑
罰
は
、
も
つ
ぱ
ら
不
正
を
処
罰
す
る
た
め
に
、
神
の
命
令
に
よ
つ
て
与
え
ら
れ
た

も
の
（sec. 4, n. 5.

）
と
し
て
観
念
さ
れ
た
。
従
つ
て
、
主
権
国
家
が
自
ら
他
の
主
権
国
家
の
不
正
を
処
罰
す
る
場
合
に
は
、
前
者
は
そ
の
上

位
の
権
威
た
る
『
神
の
役エ

キ

者シ
ャ

』M
inister D

ei

と
し
て
そ
の
こ
と
を
行
う
の
で
あ
る
。」
同
上
、
七
六
、
七
八
頁
。

山
内
進
『
掠
奪
の
法
観
念
史
：
中
・
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
・
戦
争
・
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）
三
四
─
三
五
頁
。

O
tto Brunner, Land und H

errschaft: G
rundfragen der territorialen V

erfassungsgeschichte Ö
sterreichs im

 M
ittelalter, 

5. A
ufl. (D

arm
stadt: W

issenschaftliche Buchgesellschaft, 1970), S. 39.
Peter H

aggenm
acher, G

rotius et la doctrine de la guerre juste (Paris: Press U
niversitaires de France, 1983), p. 83.

Brunner, oben A
nm

. 50, S. 39.
Fritz Redlich, D

e praeda m
ilitari: Looting and Booty 1500 -1815 (W

iesbaden: Franz Steiner V
erlag Gm

bH
, 1956), p. 2.

山
内
・
前
掲
注
（
49
）
三
五
頁
。

Brunner, oben A
nm

. 50, S. 41-42

［
傍
点
引
用
者
］.

H
aggenm

acher, supra note 51, p. 82

［
傍
点
引
用
者
］.

Francisci de V
ictoria, D

e 　

indis 　
et 　

de 　

ivre 　

belli 　

relectiones, T
he　

Classics　

of　

International Law
 (W

ashing-
ton: Carnegie Institution of W

ashington, 1917), p. 293 (D
e jure belli, sec. 50).

Grotius, supra note 41, p. 472 (Lib. III, Cap. V
I, i). 

本
書
の
邦
訳
と
し
て
、
伊
藤
不
二
男
『
ビ
ト
リ
ア
の
国
際
法
理
論
』（
有
斐
閣
、

一
九
六
五
年
）
一
九
三
─
三
四
三
頁
を
参
照
し
た
が
、
本
稿
の
訳
は
そ
れ
と
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。

Sam
uel Pufendorff, D

e jure naturae et gentium
 libri octo, T

he Classics of International Law
, V

ol. 1, T
he Photograph-

ic Reproduction of the Edition of 1688 (O
xford: T

he Clarendon Press, 1934), p. 892 (Lib. V
III, Cap. V

I, 

§ 20).
W

olff, supra note 42, p. 310 (

§ 849).
V

attel, supra note 43, p. 170 (Liv. III, Chap. X
III, 

§ 193)

［
イ
タ
リ
ッ
ク
体
原
文
］.

Redlich, supra note 53, p. 3.

山
内
・
前
掲
注
（
49
）
一
九
頁
。

（
49
）

（
50
）

（
51
）

（
52
）

（
53
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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E.g., Grotius, supra note 41, pp. 476-481 (Lib. III, Cap. V
I, x-xxvii).

Ibid., p. 175 (Lib. II, Cap. V
II, ii). 

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
承
継
取
得
は
、
人
間
の
作
為
に
よ
り
（
す
な
わ
ち
所
有
者
の
意
思
に

よ
る
所
有
権
も
し
く
は
支
配
権
の
譲
渡
）
ま
た
は
法
律
（
自
然
法
、
諸
国
民
の
意
思
法
、
国
家
法
）
の
作
用
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
後
者
の
う
ち
、

自
然
法
の
作
用
に
よ
る
承
継
取
得
と
し
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
法
上
弁
済
と
無
遺
言
相
続
（successione

）
の
二
つ
を
挙
げ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
柳
原
正
治
「
所
有
権
・
支
配
権
」
大
沼
保
昭
編
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
補
正
版
（
東
信
堂
、
一
九
九
五
年
）
二
四
八
、
二
五
〇
頁

を
参
照
。

Grotius, supra note 41, p. 175 (Lib. II, Cap. V
II, ii).

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
戦
時
に
お
け
る
敵
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
論
じ
た
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
第
三
巻
第
六
章
で
は
法
上
弁
済
に
つ
い
て

何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
法
上
弁
済
に
よ
っ
て
こ
れ
を
基
礎
づ
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
奥
脇
直
也
は
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
自
然
法
上
所
有
権
の
取
得
は
、
一
定
の
原
因
に
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
、
占
有
の
移
転
だ
け
で
は
所
有
権
移
転
の
効
果
は
生
じ

な
い
。」「
正
戦
に
よ
る
回
復
な
い
し
刑
罰
と
し
て
の
敵
の
財
産
の
取
得
を
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
法
上
弁
済expletio juris

に
よ
っ
て
説
明
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
（II, vii, 2
）」
奥
脇
直
也
「
戦
争
法
」
大
沼
保
昭
編
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
補
正
版
（
東
信
堂
、
一
九
九
五
年
）
四
二
一
、

四
三
六
頁
。

Grotius, supra note 41, pp. 474-475 (Lib. III, Cap. V
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